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１ 評価方法 

（１） 評価の構成 

「項目別評価」及び「全体評価」による。 

 

（２） 項目別評価 

 

【項目一覧】 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標    ［NO. １ ～ NO.７２］ 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標     ［NO.７３ ～ NO.８４］ 

第３ 財務内容の改善に関する目標          ［NO.８５ ～ NO.９６］ 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標   ［NO.９７ ～ NO.１０３］ 

第５ その他の業務運営に関する重要目標       ［NO.１０４ ～ NO.１１１］ 

※ 年度評価において，「第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標」は，とりわけ

短期間に成果が出にくいという特性に配慮して，評価委員会では評価は行わずに取組状

況の確認を行うこととする。 

    なお，「第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標」の評価は，教育・研究の専

門的な知見や経験を有する認証評価機関による評価結果（７年ごとに実施，平成26年度

受審）を踏まえて，中期計画終了後に実施する「中期目標に係る業務の実績に関する評

価」において行う。 

   ※ ２８年度の年度計画においては，上記の１１１項目から，年度計画を設定していない

３１項目を除いた，８０項目が自己点検・評価の対象となる。 

 

ア 法人による自己評価 

法人が，年度計画の記載事項ごとに事業の実施状況を自己点検・評価したうえで，

報告書に計画の実施状況等を記載する。 

教育・研究に関する事項については，実施状況のみを記載し，それ以外の事項につ

いては，以下の４段階により進捗状況の記号を記載する。 

 

【評価基準】 

評価区分 評価内容 

Ⅳ 年度計画を上回って実施している 

Ⅲ 年度計画を十分に実施している 

Ⅱ 年度計画を十分には実施していない 

Ⅰ 年度計画を実施していない 
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イ 評価委員会による検証 

年度計画の記載事項ごとに，法人の自己評価や年度毎の計画設定の妥当性も含めて

総合的に検証し，達成状況について上記の４段階で評価を行うとともに，法人による

自己評価と評価委員の判断が異なる場合には，その理由等を示す。ただし，教育・研

究に関する事項については，法人が記載した計画の実施状況等から進捗状況を確認す

る。 

 

ウ 評価委員会による評定 

上記イの検証を踏まえ，項目ごとに中期計画の達成に向けた業務の進捗状況を示す

とともに，特筆すべき点や遅れている点にコメントを付す。 

 「教育研究に関する事項」を除いた「業務運営の改善及び効率化」，「財務内容の

改善」，「自己点検・評価及び情報の提供」及び「その他の業務運営」の各項目につ

いて，以下の５段階により進捗状況を評定する。 

 

【評価基準】 

ランク 評定 判断基準（目安） 

Ｓ 
中期計画の達成に向けて特筆すべき

進捗状況にある 

評価委員会が特に認める場合 

Ａ 
中期計画の達成に向けて順調に進ん

でいる 

すべてⅣ又はⅢ 

Ｂ 
中期計画の達成に向けておおむね順

調に進んでいる 

Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

Ｃ 
中期計画の達成のためにはやや遅れ

ている 

Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

Ｄ 
中期計画の達成のためには重大な改

善事項がある 

評価委員会が特に認める場合 

   ※上記の判断基準は目安であり，法人の諸事情を勘案し，総合的に判断する。 

   ※法人がウェイト付けした事項を勘案し，総合的に判断する。詳細は別紙（P.５９） 

 

（３） 全体評価 

 項目別評価結果及び報告書の「全体的な状況」欄の総括的な記述等を踏まえ，各法人の

特性に配慮しつつ，中期計画の進捗状況を記述式により評価する。 
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２ 評価結果 

 

Ⅰ 全体評価 

 

  中期計画期間（平成２４年度～平成２９年度）終盤の５年目を迎えた平成２８年度につ

いては，年度計画に取り組むに際して中期計画の達成を見据えた取組が求められていたが，

大学では中期計画で定めている事業の進捗や今後の方向性を確認しつつ，年度計画に着実

に取り組まれている。 

  平成２９年８月９日に開催した評価委員会において，平成２８年度の業務実績について

報告があり，年度計画全般を通じて順調に取組が進んでおり，とりわけ財務内容の改善に

関する目標等について良好な取組状況にあることが確認された。 

全体としては，年度計画で定めた事項は計画に沿った取組がなされており，法人化５年

目を終え，安定した運営が行われている。項目別評価については，４項目の全てがＡ評価

（中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる）という結果となり，総じて順調な

進捗状況にあると認められる。  

なお，平成２９年度は中期計画の最終年度であることを踏まえ，大学においては，中期

計画の内容とこれまでの取組状況を今一度振り返り，中期計画の達成はもとより，次期中

期目標・計画に繋がる取組を実施することを期待する。 

 

  本評価委員会において，特に積極的な取組として評価する例を以下に挙げる。 

 

・ 「作品展，演奏会，公開講座等の開催」については，継続して取り組まれている事業

の他，新規事業も実施するなど，事業の質を維持しながらも，数値目標を超える開催数

を確保しており，高く評価できる。（№61） 

・ 「京都市立芸術大学ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）」の活性化については，開かれ

た大学の拠点として，本年度から採択された文化庁の補助金をはじめ，外部資金を有効

に活用しながら活動の幅を広げており，入場者数も数値目標を上回る過去最高の数値と

なるなど，高く評価できる。（№62） 

・ 「民間企業等との協力による展覧会等の実施」については，継続的な取組を大切にし

ながらも，内容の見直しなど事業の新陳代謝も図っており高く評価できる。また，事業実

施にあたっては著作権保護に関しても取り組むなど，事業の法的な安定性が増したこと

も評価できる。（№89） 

・ 「各種基金や財団等の活用」については，これまでから大学全体で積極的に取り組ま

れてきたが，その効果が花開き始めており，獲得実績も過去最高となるなど，高く評価

できる。（№90） 
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Ⅱ 項目別評価 

 

項目別評価一覧 

判断基準 

項目 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
（事業の進捗状況） 

順調に実施していることを確認 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  ○    

第３ 財務内容の改善に関する目標  ○    

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標  ○    

第５ その他の業務運営に関する重要目標  ○    

 

※評価の判断基準   Ｓ 中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある (特に認める場合) 

           Ａ 中期計画の達成に向けて順調に進んでいる     (すべてⅣ又はⅢ) 

           Ｂ 中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる (Ⅳ又はⅢの割合が９割以上) 

           Ｃ 中期計画の達成のためにはやや遅れている     (Ⅳ又はⅢの割合が９割未満) 

           Ｄ 中期計画の達成のためには重大な改善事項がある  (特に認める場合) 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 （評価対象外） 

本評価委員会において，教育・研究に関する事項は，短期間に成果が出にくいという特性

に配慮し，年度評価の時点では評価は行わず，取組状況の確認を行うこととし，その評価は，

中期計画終了後に実施する「中期目標に係る業務の実績に関する評価」において行うことと

している。 

そのため，項目１の「大学の教育研究等の質の向上に関する目標」に掲げられた取組は，

年度評価の対象外ではあるが，今後に向けた参考意見として，以下に本評価委員会としての

コメント等を記載する。 

 

 （１）全体に関するコメント 

参考として示された大学の自己評価では，年度計画記載の５４の小項目のうち，Ⅳ評

価（年度計画を上回って実施している）が２項目，Ⅲ評価（年度計画を十分に実施して

いる）が５２項目と，すべてⅣ又はⅢの評価である。 

これらの状況を総合的に勘案すると，中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

るものと認められる。 
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  （２）個別の取組に関するコメント 

 [NO.２８] 「大学コンソーシアム京都」との連携 

大学コンソーシアム京都の単位互換制度に関しては，市立芸大だけで取り組むも

のではなく，他大学も含めた取組環境が整わないと推進が難しい項目ではあるが，

市立芸大としては引き続き，大学間交流と幅広い知識の習得支援を推進していただ

きたい。 

 

[NO.３４] 学内情報インフラの充実 

Ｗｅｂシラバスの運用を開始するとともに，オンライン受講登録システムの一体

運用も開始されるなど，情報インフラの整備が進み，学生への学習支援のサポート

環境が充実され，評価できる。 

 

[NO.６７] 海外の芸術大学等との交流連携の充実 

 美術学部においては，フランスの国立高等装飾美術学校との交換留学生の人数を

拡充するとともに，音楽学部においても，韓国の壇国音楽大学から交換留学生の受

け入れが決定されるなど，海外の芸術大学との交流連携が進められており，評価で

きる。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

（１）進捗状況の確認結果 

評価 Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（すべてⅣ又はⅢ） 
 

（２）評価の内訳 

評価区分ごとの項目数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

ウェイト考慮後の合計   ５  ５ 

      

評価対象項目数   ５  ５ 

組 織 運 営 の改 善     ０(＊) 

教育研究組織の見直し   １  １ 

教職員の人事の適正化   ４  ４ 

事 務 処理 の効 率 化     ０(＊) 

  （＊）平成２８年度は，「組織運営の改善」及び「事務処理の効率化」の項目に年度計画を設定しておらず， 

     評価対象項目がない。 

 

年度計画記載の５の項目のうち，全てⅢ評価（年度計画を十分に実施している）とな

っており，これらの状況を総合的に勘案すると，中期目標・中期計画の達成に向けて順

調に進んでいる。 

 

（３）業務の進捗状況等に関するコメント，特筆すべき点等 

 

 [NO.７９] 事務組織の充実 

 [NO.８０] 中長期的な展望に立った事務職員の採用・育成 

大学が置かれている現状を踏まえた，弾力的な人事制度の構築と事務局体制の構築

が進められており，組織力の強化が図られている。 

また，将来の移転整備を見据え，芸術資料館のさらなる活性化に向けて取り組んで

おられるが，限られた予算の中でメリハリの利いた職員の採用も進められており，評

価できる。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標 

 

（１）進捗状況の確認結果 

評価 Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（すべてⅣ又はⅢ） 
 

（２）評価の内訳 

評価区分ごとの項目数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

ウェイト考慮後の合計   ４ ４ ８ 

      

評価対象項目数   ４ ４ ８ 

外部資金その他の自己収入の増加   １ ４ ５ 

経 費 の 効 率 化   １  １ 

資産の運用管理の改善   ２  ２ 

年度計画記載の８の項目のうち，Ⅳ評価（年度計画を上回って実施している）が４項

目，Ⅲ評価（年度計画を十分に実施している）が４項目となっており，これらの状況を

総合的に勘案すると，中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。 

 

（３）業務の進捗状況等に関するコメント，特筆すべき点等 

 [NO.８７] 共同研究・科学研究費補助金等申請の促進 

科研費の申請件数については，中期計画の達成に向けて順調に取り組まれており

評価できる。なお，数値目標は申請件数を指標としているが，市立芸大は科研費の

採択率が非常に高く，この点も高く評価できる。 

 

 [NO.８８] 寄付金の募集 

寄付金の募集については，これまで同窓会やＯＢが主な働きかけ先であったが，

より幅広い支援を得るために，地元老舗企業等を対象とした息の長い支援制度を構

築するなど，公立大学法人として自主的・自律的な大学運営の確保に向けて意欲的

に取り組んでおられ，高く評価できる。 
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第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

 

（１）進捗状況の確認結果 

評価 Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（すべてⅣ又はⅢ） 
 

（２）評価の内訳 

評価区分ごとの項目数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

ウェイト考慮後の合計   ５  ５ 

      

評価対象項目数   ４  ４ 

評 価 の 充 実   １  １ 

情報公開等の推進   ３（１）  ３（１） 

※（  ）は法人がウェイト加算した項目数で，内容は次のとおり。 

 ・情報公開等の推進：広報機能の強化[NO.１００] 

 

年度計画記載の４の項目全てⅢ評価（年度計画を十分に実施している）となっており，

これらの状況を総合的に勘案すると，中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んで

いる。 

 

 

（３）業務の進捗状況等に関するコメント，特筆すべき点等 

 [NO.１００] 広報機能の強化 

広報機能の強化については，様々な取組を実施されているが，効果的な広報とい

う面で，広報の目的に応じてターゲットを具体的に絞った広報活動を展開していた

だきたい。 

また，国際的な活動を推進していくためにも，ホームページをはじめとする広報

媒体の多言語化を進めていただきたい。 
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第５ その他業務運営に関する重要目標 

 

（１）進捗状況の確認結果 

評価 Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（すべてⅣ又はⅢ） 

 

（２）評価の内訳 

評価区分ごとの項目数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

ウェイト考慮後の合計   ９  ９ 

      

評価対象項目数   ８  ８ 

施 設 設備 の整 備 等   １(１)  １(１) 

大学支援組織等との連携強化   １  １ 

安 全 管 理   ３  ３ 

法令遵守及び人権の尊重   ３  ３ 

 ※（  ）は法人がウェイト加算した項目数で，内容は次のとおり。 

・施設設備の整備等：施設整備のあり方について [NO.1０4] 

 

年度計画記載の８の項目のうち，全てⅢ評価（年度計画を十分に実施している）とな

っており，これらの状況を総合的に勘案すると，中期目標・中期計画の達成に向けて順

調に進んでいる。 

 

（３）業務の進捗状況等に関するコメント，特筆すべき点等 

[NO.１０４] 施設設備の整備等に関する目標 

キャンパスの全面移転に当たっては，移転後の大学の教育研究活動がどうあるべ

きかという議論が大学にとっては最も重要ではあるが，文化芸術都市・京都の創造

の拠点としての役割も果たせるよう，ハードとソフトの両面から，しっかりと議論

していただきたい。 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  １ 教育に関する目標 

  （１）教育の成果に関する目標 

 

中
期
目
標 

京都の豊かな文化資源を生かした密度の高い教育環境を整備し，学生の個性と可能性を伸ばし，世界にはばたく芸術家をはじめ，

社会に創造的な活力をもたらす人材を育成する。 

ア 学士課程  少人数教育と体験型教育を通して，確かな技能，技術及び幅広い教養を修得させ，創造性豊かな人材を育成する。 

イ 大学院課程 高い水準の専門的研究教育を通して，専門的かつ高度な技能，技術及び幅広く深い教養を修得させ，国際感覚を

兼ね備え，次代の芸術文化を先導するとともに社会に創造的な活力を与える高度な専門家を育成する。 

 

 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ア 教育の充実 少人数教育の利点を生かし，学びの質を高め，学びの幅を広げるために，以下の取組を行う。 

（ア）美術学部・大学院美術研究科 

ａ 美術学部 

１ （ａ）専門性と横断性を両立させた教育の充

実 

高度な専門性と柔軟な横断性の両立と

いう教育理念の基軸に沿って，他大学の

教員との交流等により，専門教育の充実

を図るとともに，本学独自の領域横断型

教育の要である総合基礎課程については

実技教員が中心であったものに学科教員

の更なる参画を検討すること，テーマ演

習科目については学科教員が中心であっ

たものに学生及び実技教員によるテーマ

設定を可能にすること等により，教育課

程の内容を多様化し，充実する。 

専門教育の充実を図るため，招聘講師や

客員教授制度の活用による他大学の教員等

との交流を実施する。 

また，横断型教育の充実を図るため，テ

ーマ演習について学生及び実技教員の提案

によるテーマ設定を行う。 

招聘講師制度により著名な研究者・作家等の

人材を専攻の授業等に招いた。（２８年度実績１

５名・翟建群氏（画家，中国美術家協会会員），

槇村優氏（三菱自動車エンジニアリング），合田

健二氏（㈱ギャラクシーオブテラー代表取締

役），遠藤幹子氏（建築家，一般社団法人マザー，

アーキテクチュア代表理事），丹下紘希氏（映像

プロデューサー），河野季菜子氏（陶芸家，金秋

酒井製陶所），徳山拓一氏（森美術館キュレータ

ー）），櫻井拓氏（編集者），奥田圭太氏（公益財

団法人ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ理事），水野年彦

氏（鋳造技師），岡本寛生氏（映像作家，京都造

形芸術大学准教授），新里明士（陶芸家），藤井

泉氏（舞台俳優），家成俊勝氏（建築家），松井

智恵氏（芸術家） 

客員教授による学生の指導，特別授業等を合

計３講座実施した。（５月：森田りえ子氏，１０

月：森村泰昌氏，１２月：彬子女王殿下（芸術

資源研究センターと共同で実施）） 

総合基礎運営委員会に実技教員だけでなく，

学科教員も参画した。 

テーマ演習については，学生提案による「芸

術とことばの相互作用」等を開講し，幅広く柔

軟な演習科目とした。 
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Ⅲ 項目別の状況 
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 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

２ （ｂ）創作意識の深化・拡張 

専門教育においては，研究計画と批評

会等に基づくチュートリアル・システム＊

１を核として，学生の個性を尊重した緻密

な指導を行うとともに，多様な発表の場

を確保することにより，社会と結びつい

た創作意識の深化・拡張に努める。 

また，それに関わるアートマネジメン

ト科目について，美術館職員や学芸員，

画廊経営者等による講座を開講するな

ど，充実する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし）  

 

 

３ （ｃ）継承と創造が融合した教育の実施 

文化の継承と創造の融合という教育

理念の基軸に沿って，歴史文化都市・京

都の人的・文化的資源を活用し，伝統的

な芸術文化の研究・継承と新たな芸術の

創造・発信を結びつける教育を実施する。 

（２８年度年度計画なし） 日本伝統音楽研究センターから美術研究科保

存修復専攻に対して，常磐津節家元所蔵の江戸

期に出版された浄瑠璃本修復の依頼があり，同

専攻の教員及び学生の共同作業により，全八巻

のうち二巻の修復を行った。 

 

 

４ （ｄ）学科教育の改善 

実技教育と学科教育の連携という教育

理念の基軸に沿って，国際的視野に立っ

た幅広い思考力・コミュニケーション能

力を育成するため，実技教育との有機的

な連関のもと，本学独自の学科教育のあ

り方を再検討し，その改善と充実を図る。 

学科教育のあり方について，理事会を中

心に拡大理事懇談会等で全学的な検討を行

うとともに，美術学部では総合基礎学科（仮

称）の実施に向け，具体的内容の検討を引

き続き行っていく。 

３０年度からの総合基礎学科（仮称）の開講

に向けて学科教育検討委員会を継続して開催

し，検討を重ね，今後のカリキュラムの改善に

関する試案をとりまとめた。（学科教育検討委員

会開催回数６回，教授会への提案回数３回） 

Ⅲ 

 

ｂ 大学院美術研究科 

５ （ａ）修士課程における定員の増員等の充実 

公立大学としての京都芸大が持つ高等

専門教育研究における中核的な役割を踏

まえ，修士課程における定員の増員，専

攻分野の見直し等を行う。 

（修士課程における定員の増員及び専攻分

野の検討は実施済のため，２８年度年度計

画なし） 

 

 

 

６ （ｂ）博士課程における高度な教育・研究の

ための科目内容等の改善 

博士課程においては，実技系博士課程

にふさわしい高度な教育・研究を行うた

め，科目内容，指導体制，評価基準，運

営体制等について，時代の変化や学生の

認証評価の指摘を踏まえて，課程博士の

取扱について検討を行う。 

博士課程委員会において，継続して検討を進

めた。課程博士の取扱について，美術について

は，論文執筆と作品制作の両作業を標準の修業

年限内で同時に行うことが困難である点と，制

作スペースが限られている事から３年を越えて

在籍を認めることは難しいという相反する問題

Ⅲ 
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 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ニーズにも対応した見直しを行い，これ

を踏まえた改善を図る。 

点が存在するため，検討に時間を要しており，

２９年度も継続して議論することとなった。 

（イ）音楽学部・大学院音楽研究科 

ａ 音楽学部 

７ （ａ）少人数教育を堅持した専門教育の推進 

個性と創造性を尊重するため，教員と

学生相互の親密で豊かなコミュニケー

ションの中で行われる個人レッスンな

ど，少人数教育を堅持した専門教育を推

し進める。 

各専攻における楽器毎の担当教員の配置

や，個人レッスンを主体とした指導などに

より個性と創造性を尊重し，教員と学生相

互の親密で豊かなコミュニケーションの中

で行われる少人数教育を堅持し，その良さ

を生かした専門教育を推し進める。 

引き続き少人数教育を堅持し，その特性を生

かした各種取組を継続して実践した。 

・各専攻における楽器毎に配置した担当教員に

よる個人レッスンを主体とした指導 

・非常勤講師が専攻実技レッスンを担当してい

る学生に対する専任教員による学習上のフォロ

ーアップ 

・各学生の状況に応じた履修に関する積極的な

相談対応 

室内楽の授業について，弦楽専攻の学生が登

録できるグループ数の上限を見直し，履修の機

会を増やした。 
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８ （ｂ）幅広い教養を併せ持つ専門家の育成 

社会の多様なニーズや国際化に対応

するため，幅広い教養を併せ持つ専門家

育成のための語学教育・教養教育を推し

進める。 

２７年度に続き，ネイティブスピーカー

の教員により，英語のみで行う講義科目を

開講する。また，ドイツ音楽を専門とする

専任教員の採用により，ドイツ語による原

典研究，楽書講読の充実を検討する。 

また，全学的な学科教育に関する検討や

音楽学部におけるカリキュラム・ポリシー

の明確化等を踏まえながら，教育科目の内

容見直しに着手する。 

ネイティブスピーカーの教員により，英語の

みで行う講義科目（１科目）を本年度も開講し

た。 

ドイツ音楽を専門とする専任教員を採用する

とともに，ドイツ語の楽書講読及び原典研究に

ついて学生の到達すべきレベルの検討を重ね，

学部と修士課程で合同開講としていた授業を２

９年度からは別々に開講することを決定した。 

実施３年目となる音楽教育後援会の語学検定

補助制度により，学内実施の語学検定試験受験

者数は７名となり，昨年より増加した（２７年

度受験者数６名）が，補助制度の申請者数は４

名となり，昨年度に比べると減少した。（２７年

度申請者数１１名） 

これまで音楽学部全専攻必修科目としていた

「音楽美学」について，その必要性について教

務委員会を中心に検討し，２９年度以降は選択

科目として開講されることとなった。 

全学的な学科教育のあり方について検討を開

始した。 
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 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

９ （ｃ）実践を重視した教育の充実 

コンサート等の体験的創作・演奏活動

を通して，実践を重視した教育の充実を

図り，新たな時代の表現様式を開拓する。 

従来から継続的に取り組んでいる定期演

奏会や文化会館コンサート等の学外におけ

る活動のほか，新たにロームシアター京都

にて吹奏楽演奏会を実施するなど実践を重

視した教育を推進し，新たな時代の表現様

式を開拓する。 

定期演奏会，大学院オペラ，文化会館コンサ

ート，ピアノフェスティバル，卒業演奏会，長

岡京音楽祭などの他，学生が企画するオーディ

トリアムコンサート，授業の発表等，合計５６

の実践的活動を実施した。 

東京音楽大学との交流吹奏楽演奏会をローム

シアター京都で行った。（７月） 

本学出身である佐渡裕氏を招き，学生約８０

人を対象に，オーケストラの特別授業を行った。

（１０月） 

音楽研究科において，学生によるリサイタル

を成績評価のための試験として実施した。（１２

月～２月） 
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１０ （ｄ）芸術大学の特性を生かした学術研究の

実施 

音楽学専攻においては，演奏や作曲等

との連携など，芸術大学に設置された専

攻であることの特性を生かした音楽に関

する様々な学術研究を幅広く行う。 

音楽学関連の特別講座，芸術資源研究セ

ンターの講座などを通じて音楽学専攻の特

性を生かした学術研究を幅広く行う。 

また，実技系専攻が企画する定期演奏会

等の成果発表の場に音楽学専攻の学生，教

員がこれまで以上に積極的に関与すること

により，本学における実技系専攻と音楽学

専攻の連携のあり方を検討する。 

外部研究機関から講師を招き，「音楽とかかわ

りのある聴覚に関する知識」や「日本の近現代

洋楽創作史についての基礎的な知識」等，幅広

いテーマの講義を開講した。 

音楽学専攻学生が演奏会のプログラムノート

や定期演奏会のポスターを作成するなど，実技

系専攻との連携を図った。 
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１１ （ｅ）アートマネジメント科目の充実 

教育研究の成果を社会に発信し得る

人材を育成するため，アートマネジメン

ト科目について，キャリアマネジメント

に関する授業を開講するなど，内容を多

様化し，充実する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） 昨年度の音楽経営論の受講生を中心に音楽学

演習ａ１において成果発表として３月に演奏会

を開催し，公演企画の立案からチラシ製作をは

じめとする広報，券売に至るまでの一連のプロ

セスを学ぶアートマネジメント教育を実施し

た。 

キャリアデザイン演習において，本学学長，

伝音センター客員教授，美術学部教員等，音楽

以外の分野で活躍する人材を講師とし，幅広い

キャリアについて学ぶ機会を設けた。 

文化庁助成によるアートマネジメント人材育

成事業「状況のアーキテクチャー」では，公開

講座を多数実施するなど，専門家と市民が共同

で地域社会に新たな状況を構築するアートマネ

ジメントの可能性とそれを担う人材の育成を目

的としたプログラムを実践した。 
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 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ｂ 大学院音楽研究科 

１２ （ａ）修士課程における実践を重視した高度な

専門的教育研究の推進 

修士課程においては，音楽の専門的知

識を生かして社会で幅広く活躍し得る

優れた音楽家や音楽研究者を育成する

ため，学部同様個人レッスンなど，少人

数教育を堅持し，学内外の演奏会への参

加をはじめとした交流を通して，実践を

重視した高度な専門的教育研究を推し

進める。 

個人レッスンを堅持するとともに，室内

楽等のグループレッスン，学内における専

攻毎の演奏会の実施，学外の演奏会への参

加，企画を通して，実践を重視した高度な

専門的教育研究を行う。 

毎週の個人レッスンを堅持するとともに，学

内における専攻毎の演奏会の実施（１３回），学

外の演奏会への参加（１５回）を行った。 

また，一部の学外演奏会の企画・運営を修士

課程の学生が自主的に行ったほか，東京音楽大

学との交流演奏会を２７年度に引き続き実施す

るなど積極的に取り組んだ。 
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１３ （ｂ）博士課程における高度な研究の実施 

博士課程においては，演奏を伴う教育

研究など，実技系の博士課程を有する教

育研究機関にふさわしい高度かつ幅広

い教育研究を行う。 

博士課程においては，博士課程リサイタ

ルをはじめ学位取得に向けた総合演習の発

表等の演奏を伴う教育研究を実施し，実技

系の博士課程を有する教育研究機関にふさ

わしい高度かつ幅広い教育研究を行う。ま

た，音楽学領域では研究の一環として本学

主催の演奏会のプログラムの解説の作成に

取り組む。 

博士課程リサイタルを６回実施した。学生に

よる総合演習の発表では，楽曲の演奏を交えて

研究内容のプレゼンテーションを行った。 

２名が学位論文を提出し，学位を取得した。 
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イ 学科・専攻の設置・充実  教育研究の多様化や社会的な要請に応えるため，以下のように学科・専攻の設置・充実に取り組む。 

１４ （ア）美術学部 

デザイン科の体制を充実し，日本の

「ものづくり，まちづくり」文化の発展

にこれまで以上に寄与する。 

引き続き，西京区をはじめとした地域と

の連携や，地下鉄駅構内への作品展示など

を通じて「ものづくり，まちづくり」文化

の発展に寄与する。 

大原野の地元有志による地域活動「なんやか

んや大原野」と連携し，「え！？今頃ひまわり大

原野」等のイベントにビジュアル・デザイン専

攻学生が企画運営の協力を行った。 

伝統産業や，和装の振興などの観点も含めた

京都ならではの現代版・七夕まつりとして開催

される「京の七夕」へ協力し，地下鉄二条城前

駅に「出逢い」をテーマとしたデザイン科２回

生の作品を展示した。 

交通局と連携し「駅ナカアート」に参加し，

二条城前駅において地域の魅力を再発見する

「国際文化都市・京都」をテーマとしたデザイ

ン科の学生による作品を展示した。また，地下

鉄北山駅では，京都市音楽芸術文化振興財団を

加えた三者連携により「京都コンサートホール

に響く音楽」をテーマとしたデザイン科２回生
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 № 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

の作品を展示した。  

企業との協働により，祇園祭での配布のため

に京都らしさを感じるうちわのデザインを，デ

ザイン科１回生を対象に募集し，採用作品を同

祭で配布した。 

京都市営住宅を子育て・若年層世帯向けにリ

ノベーションする事業に，環境デザイン専攻学

生がデザイン案を提案し，京都市において提案

を踏まえた改修工事が行われた。 

１５ （イ）音楽学部・音楽研究科 

学生定員の増員など，既存の専攻の充

実を目指すとともに，新たな専攻の設置

を検討する。 

（２８年度年度計画なし） 【定員増（サクソフォン）に係る学生の受入状

況（２８年度）】 

・在学生：学部６名（２６～２８年度入学），修

士課程１名（２８年度入学） 

・入学者：学部２名，修士課程１名（２９年度

入学） 

 

 

１６ （ウ）音楽研究科・日本伝統音楽研究センタ

ー 

教育研究の多様化，高度化に対応する

ため，音楽研究科と日本伝統音楽研究セ

ンターが協力して「日本音楽研究専攻

（仮称）」を早期に設置する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） 【学生の受入状況（２８年度）】 

・在学生：３名（２８年度入学） 

・入学者：３名（２９年度入学） 
 

 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  １ 教育に関する目標 

  （２）教育の内容等に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 将来の芸術文化創造の中核を担う優れた学生を確保するため，京都市立芸術大学が求める学生像に即した「アドミッション・

ポリシー（入学者受入方針）」を明確に定め，これに基づく入学選抜を行う。 

イ 各学部，各研究科の教育方針に沿った「カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」を定め，学生の計画的，

かつ体系的な知識，技能，技術の修得を促進させる。 

ウ 個々の学生の目標や到達度における評価及び判定について，「ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位認定に関する方針）」

を策定し，認定基準の厳格化，透明化を図る。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ア より優秀な学生の入学を促すための取組 

１７ （ア）広報の充実 

京都芸大における教育研究の特性や

Ｗｅｂを含めた各種広報媒体の効果的

な活用による自主広報とパブリシティに

高校や民間企業主催の入試説明会におけるタ

ブレット型端末の使用や，美術・デザイン系学校
Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

成果及び優れた作家，デザイナー，演

奏家，研究者，教育者，経営者等の卒

業生の活躍並びに学生の作品，演奏会

等をホームページや大学概要，「芸大

通信」に掲載するなど，これまで以上

に広く，効果的に広報し，優秀な学生

の確保に努める。 

努める。また，広報展開を図るに際して媒

体種別や訴求対象を意識しつつ各種取組

を進める。 

優秀な学生の確保を図る上で有効な取

組であるオープンキャンパスの充実を図

るほか，高校等に対して本学への訪問を呼

びかけ，積極的に受け入れる。東北地方の

志願者が少ないことを考慮し，仙台圏域で

の入試説明会に参加する。 

向け説明会での入試得点事例の開示など，わかり

やすい説明に努めた。 

全国各地から幅広く優秀な学生の入学を促す

ため，宮城県仙台市内で開催された美術・デザイ

ン系学校向け説明会に参加し，東北圏域での広報

活動を行った。 

美術学部オープンキャンパスでは，新規取組と

して保護者向け説明会を実施し，卒業後の進路・

就職状況，奨学金制度など，保護者のニーズに合

わせた内容とした。 

また，２９年度に開催を検討している高校，画

塾・研究所等を対象とした説明会の基礎資料とす

るため，教員向けアンケートを実施した。 

前年度に引き続き，資料送付にあたっては，過

去の志願状況等のデータを基に送付する高校等

を抽出し，資料送付を行った。（送付件数 ６月：

２，７９２件，８月：２７０件，１１月：１，０

０２件） 

１８ （イ）アドミッション・ポリシー（入学者

受入方針）の明確化 

アドミッション・ポリシーを２４年度

中に明確に定め，学生募集要項等を通

じて受験生に周知する。 

２９年度入試に向けて，美術研究科博士

（後期）課程のアドミッション・ポリシー

を明確に定める。 

音楽研究科として設定していたアドミ

ッション・ポリシーを修士課程，博士（後

期）課程それぞれにおいて策定する。 

２６年度に受審した認証評価における指摘や，

中央教育審議会において３つのポリシーの策定

及び運用に関するガイドラインが策定されたこ

とを受け，全学的に３つのポリシーの見直しを図

り，ポリシー相互の関連性も踏まえた内容に修正

した。 

Ⅲ 

 

（ウ）入学者選抜方法の多様化 

ａ 推薦入試制度 

１９ （ａ）美術学部 

多様な才能の発掘に向け，学科ごとに

推薦入試制度の導入について検討する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） ２６年度に以下のような結論に達した。 

他の芸術系大学の志願者が低減する傾向にあ

る中，本学は志願倍率を維持できており，また，

本学の入試制度の見直しに影響を与える現行の

大学入試センター試験に替わる大学入学希望者

学力評価テスト（仮称）について，今後も国の制

度設計の経過に注視が必要であることから，現時

点での推薦入試の導入については見送ることと

した。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

２０ （ｂ）音楽学部 

音楽学専攻において推薦入試制度の

導入を目指すとともに，その他の専攻に

おいては導入の可否を検討する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） ２５年度に，音楽学専攻において現行の入学定

員（３名）内で推薦入試を導入することは一般入

試へ与える影響が大きくなりすぎるため，推薦入

試の導入よりも先に現行の一般入試科目の見直

しを行った方がよいとの考えが出され，２６年度

に入試委員会及び教授会で一般入試科目の見直

しについて検討を進めたが，現行の一般入試科目

を維持することとなった。 

また，実技系の専攻については，現在の入試制

度によって受験生が３月の試験まで努力するこ

とが，本学が優秀な学生を確保することにつなが

っており，推薦入試制度の導入を行わない方針と

なった。 

 

 

２１ ｂ 飛び級入学制度 

音楽学部において，専門的な技能に優

れた学生の早い時期からの修学を促すた

め，専攻ごとに教育目的に適う飛び級入学

制度について導入を検討する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） ２６年度に以下のような結論に達した。 

政府の教育再生実行会議が出した「今後の学制

等の在り方について（第五次提言）」において，

「能力や意欲に応じた学びの発展やその後の進

路変更に対応できるよう，国は，大学への飛び入

学制度の活用実態等も踏まえて高等学校の早期

卒業を制度化する」とされており，現在中央教育

審議会において高等学校から大学への早期進学

に係る制度の在り方について検討されている最

中であり，本学として現段階での制度導入は見送

る方針となった。 

 

 

２２       ｃ 社会人入学制度 

美術研究科において，多様な社会的経験

により培われた能力を有する人材に広く門

戸を開けるため，修士課程における社会人入

学制度を検討する。 

これまで実施してきた調査・検討内容を

踏まえ，院入試委員会，院教務委員会等で

引き続き検討し，導入の必要性について判

断する。 

院入試委員会において，社会人入学制度の導入

目的である，社会人として就労しながら研究を深

めることができる環境を整えること（夜間や土日

における開講等）を念頭にさまざまな条件を検討

した結果，制度導入は困難であるとの結論に達し

たため，導入を見送ることとした。 

Ⅲ 

 

２３ ｄ 秋入学制度 

入学時期を秋季とする「秋入学」につい

て，大学の国際化への対応や学生の就職問題

など，制度導入によるメリット・デメリット

を分析のうえ，制度導入の可否について検討

を進める。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） ２６年度に以下のような結論に達した。 

グローバル化への対応について，入学時期を秋

に変更したとしても現行の入試内容では留学生

の受入れの促進にはつながらないため，今後の国

の大学入試制度改革に合わせた本学における入

試制度の中で検討を行うことが必要である。ま
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

た，現行の留学生受入れ制度を改善していくこと

がより優秀な留学生の確保につながると考えら

れるため，現段階での「秋入学」の導入は見送る

こととした。 

イ 教育内容・方法の充実・改善 

２４ （ア）カリキュラム・ポリシー（教育課程の

編成・実施の方針）の明確化 

カリキュラム・ポリシーを２４年度中

に定め，柔軟で系統的なカリキュラムを

編成する。 

美術研究科博士（後期）課程のカリキュ

ラム・ポリシーを定める。 

音楽学部のカリキュラム・ポリシーに教

育内容・方法等に関する基本的な考え方を

明確に定める。 

音楽研究科として設定していたカリキ

ュラム・ポリシーを修士課程，博士（後期）

課程それぞれにおいて策定する。 

２６年度に受審した認証評価における指摘や，

中央教育審議会において３つのポリシーの策定

及び運用に関するガイドラインが策定されたこ

とを受け，全学的に３つのポリシーの見直しを図

り，ポリシー相互の関連性も踏まえた内容に修正

した。 

Ⅲ 

 

２５ （イ）シラバス（講義等の要旨）の改善 

すべての学生に分かりやすく適切な記

載となるように，学生アンケートの実施

結果も踏まえ，非常勤講師も含めた全教

員が常に検証し，改善を図る。 

Ｗｅｂシラバスを導入する。 

シラバスの内容について，授業評価や学

生アンケート等により学生の意見を把握

しながら，分かりやすく適切な記載に努め

る。 

Ｗｅｂシラバスの運用を開始した。 

運用開始後も，授業評価や学生アンケート等に

より学生の意見の把握に努め，必要な改善を迅速

に行った。 

Ⅲ 

 

（ウ）卒業認定・学位認定 

２６ ａ 成績評価基準の検証・改善 

成績評価について，芸術の特性と少人数

教育の利点を生かし，個々の学生の目標や

到達度を複数の教員により総合的かつ適

切に評価・判定する。また，引き続き成績

疑義質問制度を実施するとともに，成績評

価基準について常に検証し，必要に応じて

改善を行う。 

認証評価での指摘事項を踏まえ，各研究

科修士課程及び音楽研究科博士課程の学

位論文審査基準の策定について検討を進

める。また，修士課程の学生も履修可能な

学部授業科目について，課程ごとの成績評

価方法を検討する。 

 

美術研究科において各研究科修士課程の学位

論文審査基準について，院教務委員会等で検討を

進めたが結論に至らなかったため，２９年度も引

き続き検討していくこととした。また，修士課程

の学生も履修可能な学部授業科目について，課程

ごとの成績評価方法を定め，２９年度からシラバ

スに掲載することとした。 

音楽研究科では，修士課程及び博士後期課程の

学位論文審査基準の策定に向けて，院教務委員会

等で検討を行ったが，結論には至らず，２９年度

に引き続き議論することとした。また，修士課程

と学部の合同開講授業科目については各課程の

レベルに沿った成績評価を行うことを確認し，２

９年度から担当教員が修士，学部それぞれのシラ

バスに別々の評価方法を明記することとした。こ

のほか，修士課程の研究計画書及び研究報告書の

書式を定め，２８年度から全学生が提出すること

とした。 

Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

２７ ｂ ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位

認定に関する基本方針）の明確化 

ディプロマ・ポリシーを２４年度中に定

め，卒業時に到達すべき知識や能力を明

確化する。 

美術研究科博士（後期）課程のディプロ

マ・ポリシーを明確に定める。 

音楽学部は，ディプロマ・ポリシーに課

程修了にあたって修得しておくべき学習

成果を定める。 

音楽研究科として設定していたディプ

ロマ・ポリシーを修士課程，博士（後期）

課程それぞれにおいて策定する。 

２６年度に受審した認証評価における指摘や，

中央教育審議会において３つのポリシーの策定

及び運用に関するガイドラインが策定されたこ

とを受け，全学的に３つのポリシーの見直しを図

り，ポリシー相互の関連性も踏まえた内容に修正

した。 

Ⅲ 

 

２８ （エ）大学コンソーシアム京都との連携 

引き続き，単位互換制度において美術

史等の芸術系科目を中心に多数の授業を

提供するとともに，他大学における芸術

系以外の分野への積極的な受講を推進す

ることにより，大学コンソーシアム京都

を活用した大学間交流と幅広い知識の習

得支援を進める。 

単位互換制度など大学コンソーシアム

京都を活用した大学間交流と幅広い知識

の習得支援を進める。 

４月の受講登録時に大学コンソーシアム京都

単位互換科目を提供するとともに，学生に対し登

録方法について説明会を開催した。 

・美術学部提供科目９科目（すべて本学キャンパ

スにて開講）他大学からの受講学生数１名 

・音楽学部提供科目７科目（すべて本学キャンパ

スにて開講）における他大学からの受講学生数延

べ１４名 

・他大学が開講する講座を受講した本学学生数３

名（美術学部３名） 

Ⅲ 

 大学コンソーシアム京都の単位互換制

度に関しては，市立芸大だけで取り組む

ものではなく，他大学も含めた取組環境

が整わないと推進が難しい項目ではある

が，市立芸大としては引き続き，大学間

交流と幅広い知識の習得支援を推進して

いただきたい。 

 

２９ （オ）体験型授業の充実 

教員と学生が専攻を越えて自由にテー

マを提案できる京都芸大独自のテーマ演

習や演奏会企画など，多彩な体験型授業

の取組を充実する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） 美術学部・美術研究科では，鯖街道の歴史に関

する知識を身につけるとともに鯖街道を完歩で

きる体力を向上させる「鯖街道をつなぐ」や，小

学生を対象にした「ものづくりテキスト・教材」

を作成し，そのテキストと教材を活用し，ワーク

ショップを実施する等，体験型授業のテーマ演習

を行った。（テーマ演習１６科目） 

このほか，教員による研究活動の一環として，

異分野間の連携教育の形を模索するために，美

術・音楽両学部の枠を越えたパイロット授業

「音・色 ねいろプロジェクト」を実施した。 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  １ 教育に関する目標 

  （３）教育の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 芸術教育の特性を踏まえ，教員の資質向上を図る取組を強化する。 

イ 教職員の構成とその担当分野を常に検証し，本学の理念に沿った指導体制を強化する。 

ウ 教育研究環境を確保し，向上させるため，学内のインフラ整備を行う。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

３０ 

 

ア ＦＤ（大学教員の教育能力を高めるため

の実践的方法）の取組の充実 

ＦＤ委員会による研修等の取組に加え，

関係機関や他大学との連携による指導教

育方法の研究など，芸術教育の特性を踏ま

えたＦＤの取組を充実する。 

五芸術大学体育・文化交歓会の開催に合

わせた国公立五芸大との意見交換会の実

施や大学コンソーシアム京都などが主催

するフォーラムの活用により，芸術教育の

特性を踏まえた教育方法の研究等のＦＤ

に取り組む。 

五芸術大学体育・文化交歓会において，本学の

特色ある授業として「総合基礎実技」を紹介する

とともに，他大学の取組について意見交換を行っ

た。 

全学的なＦＤ研修として，臨床心理士である外

部講師による講演会「学生とのコミュニケーショ

ン」を２回開催し，変貌しつつある現代学生の特

徴を踏まえた学生との適切なコミュニケーショ

ンについて認識を深めた。（１月及び２月に開催，

教員６９名が参加） 

大学コンソーシアム京都主催のＦＤプログラ

ムである第２２回フォーラムに参加した。 
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３１ 

 

イ 教職員の柔軟な配置等 

本学の理念に沿った質の高い教育を実施

するため，教育内容，教育方法及びカリキュ

ラム編成等に適切に対応できるよう，教職員

の柔軟な配置等を行う。 

質の高い教育を実施するため，教職員の

柔軟な配置等について，引き続き検討す

る。 

教職課程については，２９年度の音楽学

部特任教員の採用及び合同科目担当開始

を念頭に，教職課程共通教育の設置形態を

検討する。 

教職課程については，これまで美術学部の専任

教員が主体となって運営してきたが，同課程のあ

り方見直しの一環として，２９年度から音楽学部

に同課程を受け持つ特任教員を採用し，美術・音

楽の合同科目に加え，新たに美術学部単体の教職

科目を担当させることを決定した。また，同教員

の採用後を見据えた教職課程における美術・音楽

合同の指導体制充実に向けた検討を開始した。 

芸術資料館の研究機能強化のため市派遣の学

芸員１名をプロパー採用するとともに，さらに１

名の学芸員採用を決定した。 
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ウ 教育研究に必要な運営体制・設備等の充実 

３２ （ア）制作機材や楽器等の整備・充実 

教育研究環境の向上のため，時代に即

応した制作機材や楽器等を整備・充実す

る。 

講堂の舞台照明設備を更新するほか，大

学会館情報スペース内の映像・オーディオ

編集環境の構築，３ＤＣＧ関連ソフトウェ

アや３Ｄプリンターの充実・導入などによ

り，学生の作品制作環境を整備する。 

また音楽学部における教育研究環境の

向上のため外部資金等の活用を図り，ティ

講堂の舞台照明設備を一部更新したほか，大学

会館情報スペース内の映像・オーディオ編集環境

を構築し，３ＤＣＧ関連ソフトウェアや３Ｄプリ

ンターを導入した。 

音楽学部における教育研究環境の向上のため

外部資金の活用を図り，ティンパニーを購入し

た。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ンパニーを購入する。 新たな寄付金募集の取組として開始した「のれ

ん百人衆」で募った寄付金を活用し，ろくろやバ

スフルート等を購入した。 

３３ 

 

（イ）教育研究のためのスペースの確保 

機能の統合や使用できる近隣施設の

状況の把握等により，教室，演奏室，ア

トリエ等の実習室など，教育研究のため

に必要なスペースを確保する。 

外部施設の利用の促進や練習室，研究室

の利用状況の把握による柔軟なスペース

利用の促進等により，教育研究のために必

要なスペースの確保に努める。 

移転予定地である下京区の元崇仁小学校の空

き教室を活用し，版画専攻や構想設計専攻学生の

自主企画である展覧会を実施した。また，学生や

本学卒業の作家が制作活動の場として活用した。 

各学部の授業実施や，美術学部学生の制作スペ

ース及び音楽学部学生のレッスンの場として，隣

接する旧音楽高校の教室を引き続き活用した。 

芸術資源研究センターについて，これまで以上

に教職員及び学生にとって開かれた場所とする

ため，共同研究室を大学会館内に移設した。 
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３４ （ウ）学内情報インフラの充実 

教育研究及び学内コミュニケーショ

ンの充実ため，情報スペースなど，学内

情報インフラをより一層充実し，学生，

教職員が日常的に利用できる環境の整

備（メディアサポートセンター（仮称）

の設立など）に努める。 

２７年度に導入したオンライン受講登

録システムと本年度から導入するＷｅｂ

シラバスを一体的なシステムとして運用

し，情報インフラによる学習支援のサポー

ト環境の充実を図る。 

Ｗｅｂシラバスの運用を開始し，前年度に導入

したオンライン受講登録システムとの一体運用

をスタートさせた。 

大学会館内情報スペースにおける情報端末を

更新し，コンピュータ演習，専攻授業，学生個人

の制作活動に十分対応できる環境整備に努めた。

また，学生の多様なニーズに応えるため，４Ｋ映

像編集システムや３Ｄプリンタ（２台）を情報ス

ペースに新たに導入した。 

Ⅲ 

Ｗｅｂシラバスの運用を開始するとと

もに，オンライン受講登録システムの一

体運用も開始されるなど，情報インフラ

の整備が進み，学生への学習支援のサポ

ート環境が充実され，評価できる。 

 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  １ 教育に関する目標 

  （４）学生への支援に関する目標 

 

中
期
目
標 

 

ア 個々の学生の学習，研究意欲を高めるため，良好な教育研究環境ときめ細かな支援体制を整備する。 

イ 芸術家へのキャリアサポートや企業等への就職支援について，在学生のみならず卒業生も対象に，一人ひとりの状況に応じ

た支援を充実させる。 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

３５ ア 「京都芸大キャリアアップセンター

（仮称）」の設立 

在学生のみならず卒業生も対象に，一人

ひとりの状況に応じた長期的支援を行う

美術・音楽のアドバイザー及び就職相談

員による，芸術活動・就職の相談・指導・

助言などの支援に取り組む。キャリアデザ

インにおける学生の自主性を尊重しつつ，

在学生及び卒業生の芸術活動・就職活動の相談

業務を基本に，国際交流室との連携によりＪＩＣ

Ａの説明会を初めて開催するなど，学生に向けた

多様な進路の情報提供の工夫を行った。また，芸
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ため，専門スタッフを配置するなど体制を

強化し，教職員と協働で学習支援，進路支

援，就職支援及び芸術家へのキャリアサポ

ート等の総合的な取組を行う「京都芸大キ

ャリアアップセンター（仮称）」を設立す

る。 

数値目標  

卒業・修了生等のうち進路未定者の割合 

１９．３４％（２２年度） 

→１０％（２８年度） 

在学中だけではなく卒業後も活用できる

ような，芸術活動・就職活動の垣根を超え

た多様な進路を提示するセミナーや講演

会，ワークショップなどの企画を実施す

る。 

大生の就職活動のサポート体制を強化すべく，京

都商工会議所や芸術系大学と情報交換し，企業見

学会や企業と学生の座談会などの企画を実施し，

学生が多くの企業と出会い，具体的に働くイメー

ジを構築できるような機会の創出に努めた。 

このほか，キャリアデザインセンターの活動内

容について学生委員を中心に情報提供し，特に就

職活動に関するスケジュールを情報共有するこ

とで，学生の学業と就職活動の両立に向けた支援

体制の強化を図った。 

 

・２８年度数値目標 

１０．００％ 

・２８年度実績（２９年３月末集計） 

２４．１５％ 

・２７年度実績（２９年３月末集計） 

１１．９０％ 

 

（各年度実績については，留学準備中である場合

に３月末時点では進路が確定出来ないものもあ

り，翌年度に当該卒業・修了者の進路にかかる実

質実績を把握する。） 

３６ 

 

イ オフィスアワー制度（学生からの質問や

相談に応じるために，教員が必ず研究室に

いる時間帯）等の実施 

オフィスアワー制度等を利用し，学生へ

のきめ細やかな学習相談を行う。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし）  

 

 

ウ 福利厚生の充実 

３７ （ア）学生の健康面のサポートの充実 

学生アンケートを踏まえ，カウンセリ

ング環境を整備するなど，学生への健康

面のサポートを充実する。 

これまでの取組を継続するとともに，学

校医による定期的な健康相談体制を新た

に整える。２７年度に整備した学生の健康

サポートに必要となる情報を活用した支

援のあり方を検討する。 

学生健康診断のレントゲンの実施方法を，従来

の間接撮影から被ばく線量がより低く疾患の発

見に優れているとされる直接撮影に変更し，結核

の集団感染のより一層の防止体制を整備した。 

また，２７年度に整備した学生の健康サポート

に必要な情報を教員・事務局間で共有し，配慮が

必要な学生への対応を図った。 

性同一性障害のために通称名及び自認する性

の使用を希望した学生に対応するため，「京都市
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

立芸術大学における学生の通称名等使用の取扱

い等に関する要領」を定めて取扱いを明確にする

とともに，各専攻において配慮が必要な事例の情

報共有を進め，大学全体の対応スキルの向上に努

めた。 

その他，昨年度に引き続き，各種団体が開催す

る学生相談・学生支援の研修会の情報を学生委員

と共有し，教員の研修の機会を確保するととも

に，学校医による月例の健康相談体制を整え，学

生の健康サポート体制を強化した。 

３８ （イ）学生食堂の充実・改善 

学生食堂のメニューの改善や営業時

間の延長など，引き続き学生アンケート

を通して多様な学生の要望を把握し，こ

れを踏まえて改善する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし）  

 

 

３９ （ウ）学生自治会活動への支援 

学生自治会が積極的に活動できるよ

う，活動スペースの確保など，条件整備

等の支援を行う。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） 美術学部自治会からの要望を踏まえ，昨年度に

引き続き，多くの学生が参加できるよう学生大会

を講堂及び体育館で実施した。 
 

 

４０ エ 奨学金の充実 

学業の継続を支援するため，学費の支払

が困難とされる学生に対して交付している

奨学金について，財源の確保に努める。 

サイレントアクア実行委員会から収入

した寄付金を活用する。 

各事業の執行予算を見直す中で，従来どおり授

業料調定額の５．２％を予算として確保し，授業

料の減免を実施した。 

サイレントアクア実行委員会から前年度に収

入した寄付金を活用し，美術研究科及び音楽研究

科から選ばれた派遣交換留学生各１名に５０万

円を支給した。 

２８年度はチャリティーオークション「サイレ

ントアクア」の収益から１００万円を学生の芸術

活動支援に充てることとした。 
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４１ オ 奨励金制度の充実 

学生の活動を支援するため，成績優秀者

や優れた作品を制作した学生に交付して

いる奨励金について，交付対象者の拡大や

交付メニューの増加など，制度の充実に努

める。 

京芸友の会に寄せられた寄付金を原資

とする奨励金について，交付対象や金額等

の検討を深め，新たな制度の構築に努め

る。 

音楽学部生を対象に，音楽同窓会による「真声

会賞」が創設され，本年度卒業生の中から専攻実

技や学科科目等の学業成績を総合的に審査し，特

に優秀と認められた１名に奨励金１０万円が授

与された。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

４２ カ 音楽学部における特待生制度の検討 

音楽学部において，優秀な学生に対して

専門領域の能力向上のためのインセンテ

ィブを与える等の特待生制度を検討する。 

これまで実施してきた調査・検討内容を

踏まえ，入試委員会，教務委員会等で引き

続き検討し，導入の必要性について判断す

る。 

特待生制度の導入について，他の芸術大学での

特待生制度も参考に教務委員会及び教授会で審

議し，次の点から導入しないという結論に達し

た。 

・現時点で，音楽学部には十分な受験者数があり，

優秀な学生を確保できている。 

・優遇するのであれば，入学時の成績をもって特

待するのではなく，在学中の成績により決定され

るべきである。 

・各種財団が設ける奨学金等の制度が多数存在し

ており，優秀な学生はそれらを利用することが可

能であり，本学が特待生制度を設ける必要性は低

い。 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  ２ 研究に関する目標 

  （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標 

京都ならではの人的な交流を生かし，学生と教員が一体となった自由で独創的な研究を通して，次世代に芸術文化や伝統を継承

するとともに，新しい芸術文化の可能性を追求し，国際的な芸術文化の拠点となることを目指す。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

４３ ア 研究活動の推進 

学術的な研究はもとより，学生と教員が

一体となった作品の制作，展示及び演奏を

研究活動として推進し，その成果を様々な

機会を通して社会に発信する。 

プロフェッサーコンサートやオーディ

トリアムコンサートを継続するほか，新た

に国際交流演奏会を実施する等，学生と教

員が一体となった研究活動を推進し，その

成果を社会に発信する。 

ノースフロリダ大学より３名の教員を迎え，交

流演奏会及びマスタークラス等を実施した。 

定期演奏会での演奏会やオーディトリアムコ

ンサートなど，学生と教員が一体となった演奏会

を実施した。 

美術研究科保存修復専攻では，平成２７年度に

大学コンソーシアム京都の単位互換科目として

開講した『保存科学入門『東寺』絵巻を作る』に

おいて制作した「平成東寺修復絵巻」を，平成２

８年１０月，東寺の協力を得て展示した。 

デザイン科ビジュアル・デザイン専攻で，平成

２７年度から内装カラー及びサインデザインと

ホスピタルアートの研究を行った洛西シミズ病

院回復期リハビリテーション病棟が同２８年３
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

月に竣工し，その研究成果を学会において報告す

ることとしている。 

また，同専攻では，視覚障害者に向けたデザイ

ンを視覚障害者とともに作る「インクルーシブデ

ザイン」の授業を行っており，そこで発案した試

作品を，１１月に東京の日本財団ビルで展示し

た。 

４４ イ 国際的な共同研究の実施 

国際的な芸術文化の拠点となることを目

指し，アーティスト・イン・レジデンス事

業や交流協定締結等を通して，国内外との

共同研究に取り組む。 

京都芸術センターと連携して実施して

きたアーティスト・イン・レジデンス事業

について，過去５年間の取組をまとめた報

告冊子を作成する。 

また交流協定を締結している大学との

交流事業を推進する。 

京都芸術センターと連携して実施してきたア

ーティスト・イン・レジデンス事業について，過

去５年間の取組をまとめた報告冊子を作成した。 

平成２９年４月に韓国の檀国音楽大学から交

換留学生（１名）を受入れることを決定した。 

そのほか，ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，本年度

から採択された文化庁「大学を活用した文化芸術

推進事業」の一環として，ヴィラ九条山との共同

プロジェクト（「ニュイ・ブランシュ」関連展示

にて成果発表）を実施した。（９月～１０月） 

また，京都国際舞台芸術祭実行委員会と協働し

て美術家のマーティン・クリード氏（イギリス）

を招へい，展覧会，公演を実施した。（１０月～

１１月，「ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ 京

都国際舞台芸術祭 ２０１６ ＡＵＴＵＭＮ」公式

プログラム） 

ノースフロリダ大学から３名の教員を迎え，本

学教員・卒業生との交流演奏会を京都堀川音楽高

校ホールで移転プレ事業のひとつとして開催し

た。また３名の教員によるマスタークラス（ピア

ノ，クラリネット，打楽器）を行った。（１１月） 

日本伝統音楽研究センターの主催により，日

本・韓国・中国・オーストラリアの歌手を招いた

芸術歌曲に関するレクチャーコンサートを開催

した。（３月） 

Ⅲ  

４５ ウ 科学研究費補助金等の活用 

科学研究費補助金等の獲得に努め，これ

を活用した研究活動を推進する。 

科学研究費補助金等の獲得のため，学内

での公募説明会を計画する。 

科学研究費補助金等の獲得の機会を広げるた

め，若手研究者（ＰＤ・ＤＣ)向けの公募説明会

を実施した。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

【科学研究費補助金獲得実績】 

＜平成２７年度＞ 

申請：１１件 

総額：７８，９９９千円（研究期間全て） 

新規採択：６件 

総額：２１，０４０千円（研究期間全て） 

平成２７年度分（新規・継続）：３８，５７０千

円 

＜平成２８年度＞ 

申請：２４件 

総額：３３８，５９８千円（研究期間全て） 

新規採択：１３件 

総額：７２，４９０千円（研究期間全て） 

平成２８年度分（新規・継続）：５３，５２０千

円 

＜平成２９年度＞ 

申請：１９件 

総額：２８９，４２２千円（研究期間全て） 

新規採択：６件 

総額：２３，２７０千円（研究期間全て） 

平成２９年度分（新規・継続）：３０，１６０千

円 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  ２ 研究に関する目標 

  （２）研究実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標 

学生及び教員の研究を更に充実する研究環境を整備するため，個人研究や共同研究の内容に即した研究実施体制の整備を図る。 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ア 研究体制等の整備 

４６ （ア）研究サポート体制の充実 

質の高い充実した研究を進めるため，

学内組織の構築や専門職員の配置など，

質の高い充実した研究を進めるため，２

６年度から配置を実施している美術学部

の教務補助員及び音楽学部のピアノ伴奏

美術学部では引き続き教務補助員を８専攻に

配置した。 

音楽学部では２６年度から導入したピアノ伴
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

研究のサポート体制の充実を図る。 者，２７年度から配置している音楽学部の

ライブラリアンの各サポート体制の維

持・充実を図る。また，芸術資料館の専任

学芸員に個人研究費を割り当てる。 

奏者制度により，年度を通じて１７名の伴奏者が

個人レッスン，発表会等をサポートした。 

また，ライブラリアンの定期的な出講により，

授業の円滑な進行をサポートした。 

音楽学部で教務補助員の配置を検討し，２９年

度から試行実施することとした。 

文化庁採択の「大学を活用した文化芸術推進事

業」の実施にあたり，３名のコーディネーターを

配置したほか，事務局にプロジェクトチームを設

置するなどサポート体制を構築した。 

４７ （イ）サバティカル制度＊３等の検討・実施 

サバティカル制度など，より一層研究

に専念することが可能となる制度につい

て検討し，実施する。 

サバティカル制度の実施に向けて，対象

人員の応募を募るなど，具体的な取組を行

う。 

サバティカル制度の導入に伴い，下半期の制度

利用希望者の募集（１名）を行い，１０月から制

度をスタートさせた。 

平成２９年度当初の制度利用希望者の募集（１

名）を１０月に実施し，１２月に対象者を決定し

た。 
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イ 研究費の充実 

４８ （ア）個人研究費等の制度の確立 

教員の研究資金の確保のため，個人研

究費や研究促進費の制度や配分ルールを

確立する。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし）  

 

 

４９ （イ）研究費等の確保・配分 

多様なテーマでの教員の積極的な研

究をより一層奨励するため，研究費，学

長裁量による特別研究費及び在外研修費

等を確保し，効果的に配分できるような

枠組を構築する。 

学長裁量による特別研究費での多様な

研究が年度当初から着手できるようにす

るため，公募や審査の時期を見直す。 

教員による自発的な特別研究をこれまで以上

に効果的に実施できるよう，特別研究費の公募や

審査を前年度中に終え，年度当初から研究に着手

できるよう改めた。 
Ⅲ 

 

５０ （ウ）外部研究資金の獲得 

企業や研究機関等からの共同研究費

や科学研究費補助金等の外部研究資金の

獲得に努める。 

企業や研究機関等からの共同研究費や

科学研究費補助金等の外部研究資金の情

報収集に努め，一層の獲得に努める。 

２９年度採択分への科学研究費助成事業申請

件数は１９件，申請総額は２８９，４２２千円と

なり，申請件数は５件減，申請総額は約５０，０

００千円の減少となった。 

科研費以外の研究資金については，文化庁から

「大学を活用した文化芸術推進事業」として１

９,７００千円，ＮＴＴコミュニケーション科学

基礎研究所から共同研究資金として１３３千円

を獲得した。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

このほか，芸術資源研究センターの活動とし

て，文化庁から「メディア芸術連携促進事業」の

委託収入３，７６２千円を獲得した。 

ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，「ｓｔｉｌｌ ｍｏ

ｖｉｎｇ － ｏｎ ｔｈｅ ｔｅｒｒａｃｅ」展に

文化庁「優れた現代美術の海外発信促進事業」の

補助金３，０００千円，ニュイ・ブランシュＫＹ

ＯＴＯ ２０１６関連展覧会「ＮＥＷ ＬＩＦＥＳ

ＴＹＬＥ」にアンスティチュ・フランセ,ヴィラ

九条山から共催金として１５０千円，「マーティ

ン・クリード」展にポーラ美術振興財団の助成金

２，０００千円，カワイオカムラ「ムード・ホー

ル」展に芸術文化振興基金の助成金８８２千円の

外部資金を獲得した。 

（※科研費間接経費を含む外部資金総額８０，

９０７千円（前年度比２９，１６７千円増）） 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  ３ その他の目標 

  （１）学外連携に関する目標 

 

中
期
目
標 

京都の文化芸術の裾野を広げ，また，京都の個性と魅力を一層高めるため，産業界，文化芸術機関，芸術系大学，その他

の大学，小中高等学校等との連携を推進する。 

 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

５１ ア 文化芸術機関との連携 

京都市交響楽団，京都市美術館，京都芸

術センターをはじめとして，広くオーケス

トラ，美術館等の文化芸術機関との相互連

携のあり方等について，情報交換，意見交

換の機会を設け，積極的な取組を展開する。 

これまで実施してきた連携事業の実施

状況を点検し，事業を継続していく効果な

どを踏まえながら，各種文化芸術機関との

連携を展開していく。 

・長岡京記念文化財団と連携し大学院オペラのハ

イライト公演を開催した。（１０月） 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，京都市，アンステ

ィチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館）が主

催する「ニュイ・ブランシュ」に参加した。（９

月～１０月）また，「ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭ

ＥＮＴ 京都国際舞台芸術祭 ２０１６ ＡＵＴＵ

ＭＮ」公式プログラムとして，「マーティン・ク

リード」（展覧会，バレエ）を開催した。（１０月

～１１月） 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

・文化庁からの助成を受け実施しているアートマ

ネジメント人材育成事業「状況のアーキテクチャ

ー」の一環として，京都芸術センター，京都国立

近代美術館と連携し，公開講座を行った。（６月

～１月） 

・京都国立近代美術館と連携し「ホワイエコンサ

ート」を実施した。（５月，１１月） 

・京都市音楽芸術文化振興財団と連携したコンサ

ートである「音暦」（６月，１２月）と「文化会

館コンサート」（１１月，２月）を実施した。 

５２ イ 「若手芸術家等の居住・制作・発表の場

づくり」事業との連携 

京都市の「若手芸術家等の居住・制作・

発表の場づくり」事業と連携し，京都芸大

を卒業した若手芸術家が，京都で活躍し続

けられるよう，居住・制作・発表の場所を

紹介する等の支援を行う。 

（実施済のため，２８年度年度計画なし） ＨＡＰＳとの連携を継続し，共同で学内セミナ

ー「スタジオ紹介から，制作・発表の支援まで」

を開催し，ＨＡＰＳスタジオの利用や作品制作の

支援についての情報を学生に提供した。 

このほか，本学単独でもキャリアデザインセン

ター企画による「リサーチャー招聘プロジェク

ト」において，全国区で活躍する美術批評家やキ

ュレーターを招き，本学を卒業した若手作家のア

トリエ見学を行うなど，作家と美術関係者が交流

する機会を創出した。 

 

 

ウ 大学等教育研究機関との連携 

５３ （ア）産業技術研究所との共同研究 

産業技術研究所と交流協定を締結し

て，工芸，デザイン，保存修復等に関す

る共同研究等に取り組む。 

産業技術研究所との包括連携協定に基

づき，引き続き本学，産技研，地場産業の

連携により新たな教育・研究・生産の場を

創出する共同研究・教育プロジェクトを推

進するなど工芸，デザイン，保存修復等に

関する共同研究等に取り組む。 

工芸科陶磁器専攻の教員が，産技研，清水焼団

地との連携により，介護士の意見を踏まえて介護

用食器の開発と制作を行い，３Ｄプリンターで皿

と小鉢の試作品を制作した。 

工芸科染織専攻の教員が，平成２６年度からの

共同研究教育プロジェクト「Ｏｐｅｎ Ｌａｂｏ

ｒａｔｏｒｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ」に引き続き取り

組んだ（平成２８年度末で終了）。 

染織専攻の授業として紋織実習に取り組むと

ともに，美術学部開講科目の「色染学」の講師に

産技研職員を委嘱し，人的交流を継続している。 

Ⅲ 

 

５４ （イ）大学コンソーシアム京都との連携 

大学コンソーシアム京都と連携し，単

位互換制度や教職員の研修，インターン

シップ等の事業を効率的に実施する。 

大学コンソーシアム京都と連携し，単位

互換制度を実施し，また教職員の研修，イ

ンターンシップの事業への参加を推奨す

る。 

大学コンソーシアム京都の単位互換科目を提

供した。 

・美術学部提供科目９科目（すべて本学にて開講）

他大学からの受講学生数１名 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

・音楽学部提供科目７科目（すべて本学にて開講）

における他大学からの受講学生数延べ１４名 

・他大学が開講する講座を受講した本学学生数３

名（美術学部３名） 

・４月の受講登録時に大学コンソーシアム京都単

位互換科目の登録方法等について説明会を開催

した。 

５５ （ウ）芸術系大学，他大学との連携 

京都芸大が，芸術教育の振興と京都の

文化芸術の裾野を広げる役割を果たすた

め，芸術系大学や他大学と連携し，作品

展や演奏会等を実施する。 

芸術系大学，他大学との連携により，各

種事業を継続して実施する。 

・京都大学と連携し，“ＡＮＳＨＩＮ”という価

値観の重要性とそれを含むデザインが社会に波

及することを目的に，論理研究とデザイン実践を

両輪とし，学理を創出しようとするプロジェクト

「ＡＮＳＨＩＮのデザインプロジェクト」を推進

した。（通年） 

・京都大学と連携したクロックタワーコンサート

を開催した。（５月） 

・芸術資料館では，京都工芸繊維大学美術工芸資

料館と共催で「京都高等工芸学校・京都市立美術

工芸学校の図案教育Ⅲ 学業から職業へ」展を工

繊資料館で開催。（６～８月） 

・東京音楽大学と，平成２５年度に締結した連携

協定に基づき，吹奏楽交流演奏会をロームシアタ

ー京都で実施した。（７月） 

・美術教育で大学と小中学校の連携を発展させる

ため，京都の五芸術系大学，京都市，京都市教育

委員会等で構成する「京都芸術教育コンソーシア

ム」の会長校を引き続き務め，同コンソーシアム

主催の教育フォーラムに本学学生がファシリテ

ーターとして協力した。（８月） 

・関西の音楽系８大学合同のオーケストラフェス

ティバルへ参加した。（９月） 

・「京都・大学ミュージアム連携」の合同展（「大

学は宝箱」（８～９月）），スタンプラリー事業（８

～１２月）に参加した。 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，京都工芸繊維大学

との連携プロジェクトとして，同大学の若手育成

プログラムに参加する作家によるグループ展を
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

開催した。（１月～２月） 

５６ エ 教育委員会及び小・中・高等学校との連

携 

京都の文化芸術の裾野を広げるため，芸

術系大学と京都市教育委員会において，芸

術教育の充実と芸術を大切にする風土づ

くりをより一層アピールするとともに，教

育委員会及び小・中・高等学校と連携し，

芸術を志す人材の育成に向けた教育や講

座等を開催する。 

京都芸術教育コンソーシアムを活用し

た関係機関との連携を図る。また，芸術を

志す人材の育成に寄与するため，次の事業

を実施する。 

・美術では，他大学等と連携し，中学生や

小学生に美術体験事業を継続事業として

実施する。また，移転先である元崇仁小学

校の空き教室や下京区内の小中学校で事

業を実施する。 

・音楽では，京都市教育委員会を始めとし

て各地域の教育委員会と連携して，演奏会

に中高生を招待する。 

銅駝美術工芸高校が主催する「アートフェス

タ」において，中学生を対象とした水墨画と漆工

芸の体験教室で本学教員が講師を務めた。（５月） 

桂坂小学校「カザラッカコンサート」に学生の

有志が参加した。（９月） 

長岡京記念音楽祭「学生オーケストラの響宴」

にて，京都子どもの音楽教室や近隣の小・中学校，

高等学校の児童生徒を招待した。（１０月） 

境谷小学校との連携により，小学生を対象とし

た美術体験授業を行った。（１１月） 

アーティスト・イン・レジデンス事業を実施し

ている境谷小学校及び下京渉成小学校において，

各小学校の児童による作品展に，レジデンス作家

として活動してきた本学学生，卒業生作品を出展

した（境谷小２月，下京渉成小３月）ほか，卒業

生が洛友中学校に滞在して作品制作し，日常的に

同校生徒たちと交流した。 

美術教育で大学と小中学校の連携を発展させ

るため，京都の五芸術系大学，京都市，京都市教

育委員会等で構成する「京都芸術教育コンソーシ

アム」の会長校を引き続き務めた。 

Ⅲ 

 

オ 産業界との連携 

５７ （ア）地場産業界，伝統産業界等との連携 

美術学部・美術研究科において，地場

産業界，伝統産業界等のニーズの正確な

把握や学生等の作品の商品化に向けた拠

点づくりのため，引き続き，産業界との

連携を進める。 

美術学部・美術研究科において，京都中

央信用金庫によるビジネスフェアへの出

展や京都産業会館による和装の振興事業

への参加などを通じて，産業界との連携を

進める。 

中信ビジネスフェアに出展し，企業経営者等を

対象に本学の学外連携事業を紹介した。（１０月） 

和装の振興を図るため，デザインやきもの等の

制作に携わる人材育成等への寄与を目的とした，

「ＴＨＥ ＣＯＭＰＥ きものと帯」（京都産業

会館主催）や，パッケージデザインを公募する「中

信学生デザインコンテスト」に本学学生が参加し

た。 

Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

５８ （イ）各種業界との情報交換・人的交流 

伝統産業から先端産業までの各種業

界のニーズと本学の教育研究の方向性と

のマッチングを検討するため，デザイン

分野の教員を中心に，各種業界との会合

等の開催を通じて，情報交換や人的交流

を図る。 

中信ビジネスフェア等との連携等によ

り，デザイン分野の教員を中心に，各種業

界との情報交換や人的交流を図り，伝統産

業等と本学の教育研究の方向性とのマッ

チングを検討する。 

企業との意見交換や情報収集を行うため，産学

公連携協議会への参加や，中信ビジネスフェアへ

のブース出展等を行った。 

工芸科染織専攻の教員による共同研究教育プ

ロジェクト（Ｎо．５３参照）を通じて，伝統産

業分野との人的交流を継続した。 

Ⅲ 

 

５９ カ 「学外連携共同研究室・工房（仮称）」

の開設 

美術における学外連携を推進するため

に，学外の諸機関と共通テーマの研究のミ

ーティングや出向者を受け入れて研究を

行うためのスペースである「学外連携共同

研究室」と学外の諸機関との共同制作を行

うスペースであり，かつ，その成果の展示

や保存機能を有する「学外連携工房」につ

いて，大学の市内中心部への移転後の開設

を目指す。 

学外連携を促進するためのスペースの

具体的な機能について施設整備に関する

会議等で検討を進める。 

施設整備に関する会議等で検討を進め，移転整

備基本計画に大学で策定した移転整備基本コン

セプトの内容を盛り込み，「芸術を核に，科学・

医療・福祉・農業・産業技術など，ジャンルを超

えた交流・協働を進め，先進的な研究・創造活動

に取り組める場」として学外連携推進の機能を記

載した。 

ただし，そのためのスペースの具体的な機能等

については，設計段階でさらに検討していくこと

としている。 

Ⅲ 

 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  ３ その他の目標 

  （２）社会・市民への教育研究の成果の還元に関する目標 

 

中
期
目
標 

市民に広く文化芸術に触れ合う機会を提供するため，大学資源の提供の取組を強化し，教育研究の成果を積極的に地

域社会に還元する。 

 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

６０ ア 「京都芸大アーカイバルリサーチセンタ

ー（仮称）」の設立 

現在の学内の図書館・資料館，保存修復

専攻，展示スペースの総合的な再編を視野

に入れつつ，美術学部，音楽学部，日本伝

統音楽研究センター，芸術資料館が持つコ

ンテンツとノウハウを集約し，更に音楽図

書，楽器コレクションを加えた「京都芸大

（実施済のため，２８年度年度計画なし） アーカイブ理論の基礎研究の一環として，アー

カイブ研究会や学習会を開催した。また，ヒスト

リー，記譜プロジェクト，森村泰昌研究など９つ

の重点研究に加えて，今年度からは，本学に寄贈

された明治以来の美術教科書をデジタル化する

「美術教科書コレクションアーカイブ作成」と，

美術学部独自の教育カリキュラムであるテーマ

演習の開講科目「奥行きの感覚」の変遷を記録す
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

アーカイバルリサーチセンター（仮称）」の

構想を取りまとめ，設立を目指し，体系的

な資料の保存と新たな芸術文化の創造と発

信に取り組む。 

る「奥行の感覚アーカイブ」の２つのプロジェク

トに新たに取り組んだ。また，トークイベントや

展覧会等の開催やシンポジウムへの参加を通し

て，アーカイブについての積極的な情報発信にも

努めた。 

文化庁から昨年度に引き続き受託した「メディ

ア芸術連携促進事業」により，メディア芸術作品

の修復・保存・記録のためのガイド作成に取り組

み，関係機関との連携協力・交流促進を推進した。 

客員教授の彬子女王殿下による特別授業を開

催した。（１２月） 

声明の記譜法，日本の記譜法の展開を紹介する

レクチャーコンサート「五線譜に書けない音の世

界〜声明からケージ、フルクサスまで〜」を開催

した。（２月） 

研究連携のハブとしての役割を強化するため，

共同研究室を開放的なスペースに移転した。 

 

（２８年度実施事業） 

・アーカイブ研究会計３回 

・ＡＲＣイニシアティブ（学習会）１回 

・特別授業・特別レクチャー，レクチャーコンサ

ート，トークイベント 

６１ イ 作品展，演奏会，公開講座等の開催 

京都芸大の教育研究活動を市民に積極

的に還元し，迅速かつ有効に発信するため

に，市民が広く芸術に親しめる作品展，演

奏会及び公開講座・セミナーを開催する。 

数値目標  

作品展，演奏会，公開講座等の開催数 

４３事業（２２年度） 

→６０事業（２９年度） 

京都芸大の教育研究活動を市民に積極

的に還元し，迅速かつ有効に発信するため

に，市民が広く芸術に親しめる作品展，演

奏会及び公開講座・セミナーを開催する。

ロームシアター京都にて東京音楽大学と

の合同演奏会開催や地元の西京区や移転

先である下京区において様々な事業を実

施する。 

（２８年度新規の取組） 

・京都工芸繊維大学美術工芸資料館と共催で「京

都高等工芸学校・京都市立美術工芸学校の図案教

育Ⅲ 学業から職業へ」展を工繊資料館で開催

（６～８月）した。 

・西京区役所の助成を得て，西京区民を対象にし

た京都芸大アートスクール「デザインが社会にで

きること」を開催した。（１０月） 

・東九条音楽祭に学生を派遣した。（１１月） 

・作品展期間中，本学の移転先である崇仁地域に

おいて，学生有志による作品展示を行った。（２

月） 

 

Ⅳ 

 「作品展，演奏会，公開講座等の開催」

については，継続して取り組まれている

事業の他，新規事業も実施するなど，事

業の質を維持しながらも，数値目標を超

える開催数を確保しており，高く評価で

きる。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

（継続した取組） 

・東京音楽大学との吹奏楽交流演奏会（７月） 

・「京都・大学ミュージアム連携」合同展「大学

は宝箱」（８～９月），スタンプラリー事業（８～

１２月）参加 

・長岡京記念音楽祭「学生オーケストラの響宴」

（１０月） 

・高瀬川音楽祭への学生派遣（１１月） 

・サテライト（クリスマスチャリティー）コンサ

ート（１２月） 

・芸術資料館収蔵品展（年５回開催） 

このほかにも，日本伝統音楽研究センターで

は，客員教授や非常勤講師を積極的に活用し，公

開講座や連続講座，セミナーを開催した。連続講

座については，大学コンソーシアム京都が開講す

る京カレッジの受講科目に登録した。 

ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，引き続き，年間を

通じて，企画展，申請展を開催するとともに，展

覧会の関連企画として，アーティストトークやワ

ークショップを開催した。また，文化庁助成によ

るアートマネジメント人材育成事業「状況のアー

キテクチャー」の一環として，公開講座を多数実

施した。 

 

数値目標 ５８事業 

実績   ７９事業 

６２ ウ 「京都市立芸術大学ギャラリー＠ＫＣＵＡ（ア

クア）」の活性化 

京都芸大サテライト施設「京都市立芸術

大学ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）」にお

いて，定例的に教員・学生・卒業生等の作

品展，公開講座・セミナー等を開催するこ

とによって，教育研究の成果を還元すると

ともに，＠ＫＣＵＡが市民にとって，学生

や芸術家等との交流の場として，文化芸術

を身近に感じることができる開かれた大学

「ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）」に

おいて，定例的な教員・学生・卒業生等の

作品展，公開講座・セミナー等の開催によ

り本学の教育研究成果を還元するととも

に，「ニュイ・ブランシュ」や，日本・中

国・韓国の３箇国において，文化芸術によ

る発展を目指す都市で各種イベントを開

催する「東アジア文化都市」事業について

外国機関や京都市と連携して取り組む。あ

わせて，外部資金の獲得により，若手芸術

年間を通じ，本学の教員・学生・卒業生等によ

る作品展，芸術資料館の収蔵品公開により本学の

教育研究成果の還元に努めたほか，「ニュイ・ブ

ランシュ」「ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ 

京都国際舞台芸術祭 ２０１６ ＡＵＴＵＭＮ」へ

の参加を通じ，文化芸術を身近に感じることがで

きる開かれた大学の拠点となるべく，事業を展開

した。 

２９年度の「東アジア文化都市事業」について

は関係機関との協議を行った。 

Ⅳ 

 「京都市立芸術大学ギャラリー＠ＫＣ

ＵＡ（アクア）」の活性化については，

開かれた大学の拠点として，本年度から

採択された文化庁の補助金をはじめ，外

部資金を有効に活用しながら活動の幅

を広げており，入場者数も数値目標を上

回る過去最高の数値となるなど，高く評

価できる。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

の拠点となることを目指す。 

数値目標  

堀川御池ギャラリーにおける京都芸大関連

の作品展等入場者数 

１６，４００人（２２年度） 

→２０，０００人（２９年度） 

家の育成や海外アートシーンの紹介など

を通じ，学生や芸術家等との交流の場とし

て，また,文化芸術を身近に感じることがで

きる開かれた大学拠点としての展開を図

る。 

また，移転プレ事業「ｓｔｉｌｌ ｍｏｖｉｎ

ｇ － ｏｎ ｔｈｅ ｔｅｒｒａｃｅ」を通して，

大学移転先の崇仁地域とのつながりを一層深め

た。 

本年度から採択された文化庁「大学を活用した

文化芸術推進事業」関連の業務を通して，学内連

携を進めた。 

 

数値目標 ２０，０００人 

実績   ２５，２０６人 

６３ エ 「＠ＫＣＵＡ（アクア）カフェ（仮称）」

の開設 

書籍や映像，作品等を展示するための

ギャラリーや，当該ギャラリーへの来場

者が京都芸大の成果を気軽に楽しむため

の多目的スペースである「＠ＫＣＵＡ（ア

クア）カフェ（仮称）」の開設を目指す。 

引き続き，移転を目途に，「＠ＫＣＵＡ

（アクア）カフェ（仮称）」開設に向けた

検討を行う。また，移転までの間も引き続

き未来の京都芸大のあり方について，世代

やジャンルを越えて意見やアイデアを交

換，共有するプロジェクトである「漂流す

るアクアカフェ」を全学的に活かしてい

く。 

特別研究費により，「漂流するアクアカフェ」

を開催した。（２回） 

・ゲストに招いた森村泰昌客員教授等を交え，本

学の移転をテーマに議論を行った。（１０月） 

・ゲストに日下部淑世氏（不動産プランナー）を

招き，実行委員会スタッフがオランダ・台湾の美

術学校をリサーチした結果報告を行い，それを元

に芸術と社会との関わりや京都のまちの可能性

について討論した。（１２月） 

Ⅲ 

 

６４ オ 総合舞台芸術のあり方についての構想 

音楽と美術等の集大成である総合舞台芸

術のあり方について，関係諸機関と連携し，

京都芸大の教育研究の成果を活用しなが

ら，教育，研究，創造，上演等の角度から

構想し，京都における総合舞台芸術の発展

に貢献する。 

音楽学部での検討と併せて，全学将来構

想委員会等で全学的な検討を行い，オペラ

等の総合舞台芸術のあり方についての構

想を策定する。 

音楽学部・音楽研究科でオペラを中心とする総

合舞台芸術のあり方について検討した。 

（主な検討結果） 

・音楽学部・音楽研究科としては既存のオペラ授

業についてコンテンツとしての充実を図りたい。 

・将来的にはオペラも含め，すべての公演等を総

合的に企画，運営，発信できる機能を整備したい。 

また，オペラ授業が実施される講堂の音響・照

明設備を改修した。 

Ⅲ 

 

６５ カ リカレント教育＊４の強化 

科目等履修制度・聴講生制度の活用の普

及啓発をホームページの利用等により行う

とともに，大学院修士課程における社会人受

入れ方法の検討を行うなど，リカレント教育

に関する取組を強化する。 

 

リカレント教育については，引き続きサ

マーアートスクールや日本伝統音楽研究

センターの開催する講座等の実施により，

社会人に対しても学ぶ機会を提供してい

く。 

引き続き科目等履修制度・聴講生制度をホーム

ページにより周知した。 

サマーアートスクールを開催し，社会人に対し

て芸術文化に触れ，学ぶ機会を提供した。 

日本伝統音楽研究センターの研究成果を社会

に還元することを目的とする「でんおん連続講

座」等を開催し，社会人に対しても日本の伝統音

楽や芸能について理解を深める機会を提供した。 

Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

６６ キ 知的財産の在り方の研究 

知的財産権の在り方や社会・市民への知

的財産の提供の方策を研究する。 

 

引き続き，新入生オリエンテーションな

どにおいて，学生に知的財産権について理

解を深めるためのガイダンスを行う。 

学生，教職員を対象とした著作権等の研

修会を実施する。 

新入生オリエンテーションにおいて，学生に知

的財産権について理解を深めるためのガイダン

スを行った。（４月） 

創作活動や論文作成に必要な著作権の基礎知

識について，本学顧問弁護士の協力により，講習

会「著作権の基礎知識」を開催した。（１月） 

また，学外連携事業を進めるうえで必要となる

学生の著作権保護について対応するため，顧問弁

護士に相談し，受託研究契約書の作成に取り組ん

だ。 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

  ３ その他の目標 

  （３）国際化の推進に関する目標 

 

中
期
目
標 

国際的な芸術文化都市である京都に位置する芸術大学としての役割を担うため，海外の芸術大学等との交流連携等，芸術創

造に関する教育研究の更なる活性化を図り，国際化の推進に努める。 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ア 国際交流の充実 

６７ （ア）海外の芸術大学等との交流連携の 

充実 

英国王立美術大学やウィーン国立音楽

大学をはじめ，これまで交流連携を進め

てきた欧州を中心とする大学に加え，と

りわけ近年目覚ましい成長を遂げつつあ

るアジア地域の芸術大学等との交流連携

の充実を図る。 

引き続き，美術学部ではアメリカの芸術

大学，音楽学部ではモーツァルテウム音楽

大学（オーストリア）との交流協定締結の

可能性を検討する。 

２７年度に韓国総合芸術大学と実施し

た教員交流に続く連携を進めていく。ま

た，既交流締結校との交流事業についても

実施していく。 

美術学部では，国立高等装飾美術学校（アール

デコ・パリ）と交換人数を１名から２名に見直す

ことで合意したほか，ミラノ工科大学との間で交

換留学生の受入れ開始時期を従来の秋からに加

え，４月からも可能とすることについて合意し

た。 

音楽学部では，２９年度に韓国の壇国音楽大学

から初めて交換留学生（１名）を受け入れること

を決定した。 
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 美術学部においては，フランスの国立

高等装飾美術学校との交換留学生の人

数を拡充するとともに，音楽学部におい

ても，韓国の壇国音楽大学から交換留学

生の受け入れが決定されるなど，海外の

芸術大学との交流連携が進められてお

り，評価できる。 

６８ （イ）アーティスト・イン・レジデンス事

業の実施 

海外の芸術家や研究者等を迎えるに

当たっては，滞在中に芸術を通して市民

との交流を図るアーティスト・イン・レ

ジデンス事業について，京都芸術センタ

京都芸術センターと連携して実施して

きたアーティスト・イン・レジデンス事業

について，過去５年間の取組をまとめた報

告冊子を作成する。 

また，今後の実施方法について，引き続

き検討し，本年度中に実施可能性のある事

京都芸術センターと連携して実施してきたア

ーティスト・イン・レジデンス事業について，過

去５年間の取組をまとめた報告冊子を作成した。 

ギャラリー＠ＫＣＵＡでは，本年度から採択さ

れた文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」

の一環として，ヴィラ九条山との共同プロジェク

Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ー等の関係機関と連携し，実施する。 業については，検討に留まらず，積極的に

実現に向けて取り組む。 

ト（「ニュイ・ブランシュ」関連展示にて成果発

表）を実施した。 

また，京都国際舞台芸術祭実行委員会と協働し

て美術家のマーティン・クリード氏（イギリス）

を招へいし，展覧会，公演を実施した。（「ＫＹＯ

ＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ 京都国際舞台芸術

祭 ２０１６ ＡＵＴＵＭＮ」公式プログラム） 

６９ （ウ）交換留学生の派遣人員増加 

交換留学生の派遣人員の増加のため

の方策や派遣期間の延長について検討

し，実施する。 

新たに創設した派遣留学生のための奨

学金の効果を検証しつつ，派遣人員増加の

ための方策や派遣期間の延長について，引

き続き検討する。 

交換留学の派遣人数及び期間について交流締

結校と協議を進めた結果，次のとおり充実を図る

ことで同意した。 

【国立高等装飾美術学校（アール・デコ）】 

・交換人数を１名から２名に増枠 

【ミラノ工科大学】 

・４月からの交換留学生の受入れ開始 

留学希望者向け説明会では，海外における治安

情勢の悪化に鑑み，新たに海外渡航安全管理サー

ビスのサポート企業が提供する情報を伝えるな

どして，学生の安心感を高めることで交換留学応

募者の増加を目指した。 

また，本学からの派遣留学生２名（美術研究科，

音楽研究科各１名，うち１名は２９年度も引き続

き留学中）に対して，サイレントアクア実行委員

会からの寄付金を原資とする奨学金を支給した。 
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７０ （エ）留学生のサポート体制 

意欲的な留学生の積極的な受け入れ

に向け，財団法人京都市国際交流協会

等の関係機関と連携し，留学生の言

語・生活・活動面でのサポート体制に

ついて検討する。 

新入留学生のサポートに向けた体制を

構築するために，具体的な内容や方法を検

討・実施する。 

受入れ留学生に対するオリエンテーションに

おいて，京都市国際交流協会の職員を招へいし，

自転車のマナーやゴミの出し方など，日本での生

活に必要な情報提供を充実させた。 

また，１０月から国際交流室の開室日を従来の

週４日から週５日に増やし，留学生のサポート体

制を強化した。 

ギャラリー＠ＫＣＵＡにおいて，本学美術研究

科修士課程に在籍する留学生２９名の作品発表

の場となる「留学生展」を開催した。（１２月） 
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７１ （オ）音楽学部等における留学生受け入れの

検討 

音楽研究科・日本伝統音楽研究センタ

（実施済のため，２８年度年度計画なし） 音楽研究科では１０月から日本音楽研究専攻

（台湾より１名），声楽専攻（中国より１名）で

研究留学生の受け入れを開始した。また２９年４
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
（参考） 

自己評価 
進捗状況に関するコメント等 

ーが設置を予定している日本音楽研究専

攻（仮称）や音楽学部での留学生の受け

入れを検討する。 

月からは日本音楽研究専攻に本科留学生（台湾よ

り１名）と研究留学生（中国より１名）が入学予

定である。 

音楽学部では２９年４月から韓国檀国大学か

らの交換留学生を受け入れる。 

日本音楽研究専攻に係る海外広報については，

伝音センター教員の在外研修の機会を活用し，海

外の大学，学会等での広報を行った。 

７２ イ 語学教育の充実 

国際性豊かな芸術家育成に向けた在学

生の留学支援や語学力向上のため，ネイテ

ィブスピーカーの教員の起用や美術学部と

音楽学部の連携により，語学教育のより一

層の充実を図る。 

国際性豊かな芸術家育成に向け，留学支

援や語学検定試験を活用した語学教育を

実施する。 

また，音楽学部では，ドイツ音楽を専門

とする専任教員の採用により，ドイツ語に

よる原典研究，楽書講読の充実を検討す

る。 

インターナショナルコーディネーターや語学

教員による交換留学前の個人指導による留学支

援を実施した。 

語学教育を充実するため，美術，音楽両学部で

語学検定試験を引き続き活用しており，美術学部

では，新１回生のクラス編成にＴＯＥＩＣ ＩＰ

テストを活用したほか，２回生以上の希望者にも

同テストを実施した。（１月） 

音楽学部では，ネイティブスピーカーの教員に

より，英語のみで行う講義科目（１科目）を本年

度も開講した。ドイツ音楽を専門とする専任教員

を採用するとともに，ドイツ語の楽書講読及び原

典研究については学生の到達すべきレベルの検

討を重ね，学部と修士課程で合同開講としていた

授業を２９年度からは別々に開講することを決

定した。また，実施３年目となる音楽教育後援会

の語学検定補助制度により，学内実施の語学検定

試験を受検する学生が増加している。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  １ 組織運営の改善に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

教育研究上の課題や社会状況の変化に教員と事務職員が協働し，迅速かつ的確に対応するための業務執行体

制を構築する。 

 

評定 評価委員会からの意見 

Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

７３ （１）計画的かつ機動的な大学運営の

推進 

理事長のリーダーシップを支え

るため，理事長を補佐する理事会

等の役員執行体制を確立し，理事

の役割分担の明確化や役員を補佐

する委員会の設置など，計画的か

つ機動的な大学運営を推進する。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

全学的な課題解決のための全学将来構想委員会や

次期の中期計画の策定に向けた検討を行う第２期中

期計画検討委員会を適宜開催し，理事長をはじめ，

理事，部局長を中心に，学内の課題について協議を

行った。 

また，拡大理事懇談会において，移転コンセプト

の再検討を実施した。 

   

 

７４ （２）意思決定が迅速かつ適正に行わ

れる体制の確立 

理事会，審議機関，教授会等の

各機関が相互に連携した大学運営

を行い，法人の意思決定が，迅速

かつ適正に行われる体制を確立す

る。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

法人化後，理事会とは別に理事の情報共有や意思

疎通の円滑化のため，理事懇談の場を毎月１回設け

ていたが，２７年度からは，大学の移転コンセプト，

学科教育のあり方といった全学的な課題の解決に向

け，理事長を中心として課題に応じたメンバーによ

る協議の場として拡大理事懇談会を随時開催した。 

   

 

７５ （３）教員と事務職員の協働による大

学運営の実施 

業務執行体制を強化するため

に，事務職員が必要に応じて委員

会の構成員に加わるなど，教員と

事務職員が協働して事業を企

画・立案，実施できる体制を構築

し，一体的な大学運営を行う。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

大学の移転について教員と事務職員が参加し，検

討を行う「施設整備に関する会議」をはじめ，各種

全学委員会の開催など，法人化を機に整備した教員

と事務職員が協働する体制を維持し，大学運営にあ

たった。 

また，第２期中期目標期間が３０年度からスター

トすることから，教員と事務職員が委員である第２

期中期計画検討委員会を組織し，中期計画（案）の

検討作業に着手した。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

このほか，事務職員も参加する拡大理事懇談会に

おいて，移転コンセプトの再検討を実施した。 

 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  ２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

 

中
期
目
標 

学術の進展や教育研究の新たな課題に対応するため，本学の理念，目標を踏まえつつ，教育研究組織の改善

や見直しを行う。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

７６ （１）教育研究組織の改善・見直し 

大学を取り巻く社会環境の変化

や全学的な課題に対応するため，

京都芸大が目指すべき大学像を

見据えながら，教育研究組織の編

成や運営について，常に改善や見

直しを行う。 

大学を取り巻く社会環境の変化や全

学的な課題に対応するため，京都芸大

が目指すべき大学像を見据えながら，

教育研究組織の編成や運営について，

改善や見直しを行う。２９年度からの

採用を予定する音楽学部特任教員に教

職課程における美術学部との共同科目

を担当させることを契機として，同課

程の再編を検討する。 

教育職員免許法の改正を受け，３１年度からの新

しいカリキュラムに向けた教職課程の再課程認定に

対応するため，教職課程の組織体制について検討を

行った。 

また，２９年度に予定している音楽学部教職課程

特任教員の着任を見据え，教職課程研究室の運営体

制の見直しを図った。 

客員教授を採用した。（４名） 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

７７ （２）評価結果を踏まえた教育研究組

織の見直し 

自己点検・評価，認証評価機関

の評価結果，公立大学法人京都市

立芸術大学評価委員会の評価結

果等を踏まえ，必要に応じて教育

研究組織の見直しを行う。 

（評価結果において教育研究組織の見

直しに係る指摘事項等は無かったた

め，２８年度年度計画なし） 

自己点検・評価及び公立大学法人京都市立芸術大

学評価委員会の評価結果，指摘において教育研究組

織の見直しに係る現時点での課題は無かったが，２

８年度においては№７６のとおり教育研究組織等の

見直しを行った。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  ３ 教職員の人事の適正化に関する目標 

 

 

 

中
期
目
標 

（１）機動的な大学運営を図るため，柔軟で弾力的な人事制度を構築する。 

（２）教育研究活動の充実と大学運営の推進に必要な事務局体制を構築する。 

（３）芸術大学の特性を踏まえ，事務職員の資質向上を図る。 

（４）教育研究活動の活性化を図るため，意欲，努力等が公正，公平に評価され，教職員のモチベーションを

高めることができる評価方法を研究する。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

７８ （１）柔軟かつ多様な任用制度の導入 

機動的な大学運営を図れるよ

う，教育研究・業務の特性等を踏ま

え，客員教員，事務局におけるプロ

パー職員の採用など，柔軟かつ多様

な教職員の任用制度を導入する。 

数値目標 

事務局におけるプロパー職員の比率 

６５％（２９年度）→№８０へ 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

客員教授を採用した。（４名） 

・篠原資明（京都大学名誉教授，高松市美術館館長） 

・ゲアリー・スマート（ノースフロリダ大学教授） 

・ヤロスラフ・トゥーマ（プラハ音楽アカデミー教

授） 

・今藤政太郎（長唄三味線奏者・作曲家，人間国宝） 

   

 

７９ （２）事務組織の充実 

事務組織は，教育研究活動の充

実と自主自律の機動的な大学運営

の推進を図る重要な専門組織であ

り，この役割を果たすため，教育研

究支援，企画広報，財務経営，入試，

学生支援，国際交流等の機能を充実

する。 

引き続き，事務局組織のより一層の

連携強化を図り，円滑且つ効果的な大

学運営に取り組む。 

連携推進課長を配置し，体制を充実させるととも

に，効率的・効果的な業務遂行及びより一層の連携

を図るため，連携推進課の事業推進担当及び入試担

当の執務室を統合した。附属図書館及び芸術資料館

のさらなる活性化に向けて，学芸担当課長を新設し，

学芸員であるプロパー職員を配置した。 

また，文化庁採択の「大学を活用した文化芸術推

進事業」の実施にあたり，３名のコーディネーター

を配置し，事務局内プロジェクトチームを設置する

などサポート体制を構築した。 

１ Ⅲ Ⅲ 

大学が置かれている現状を

踏まえた，弾力的な人事制度

の構築と事務局体制の構築が

進められており，組織力の強

化が図られている。 

また，将来の移転整備を見

据え，芸術資料館のさらなる

活性化に向けて取り組んでお

られるが，限られた予算の中

でメリハリの利いた職員の採

用も進められており，評価で

きる。 

８０ （３）中長期的な展望に立った事務職員

の採用・育成 

中長期的な展望に立ち，経営や教

育研究の支援等に係る専門的な知

識・能力を備えた事務職員の採用・

育成等を行う。 

数値目標 

中長期的な展望に立ち，経営や教育

研究の支援等に係る専門的な知識・能

力を備えた事務職員の採用・育成を行

っていく。 

事務局に事務職２名を採用するとともに，学芸員

資格である市派遣職員をプロパー採用した。 

２９年度の事務職採用に向けては，若干名の募集

を行い，試験の結果，事務職１名の採用を決定した。

（一次試験受験者 ５６名） 

また，芸術資料館のさらなる活性化に向けて学芸

員１名の採用を決定した。 

 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

事務局におけるプロパー職員の比率 

６５％（２９年度） 

数値目標 単年度での設定なし 

実績（参考） 平成２８年度プロパー職員比率６０％ 

８１ （４）ＳＤ（事務職員の能力開発等の

研修）の実施 

大学運営を担うに十分な能力・

適性を有する事務職員を養成する

ため，ＳＤを実施する。 

 

数値目標  

事務職員の能力開発研修の実施回数 

２回（毎年度） 

大学運営を担うに十分な能力・適性

を有する事務職員を養成するため，新

規採用者研修の学内実施，京都市，大

学コンソーシアム京都，公立大学協会

等が開催する研修への参加，文化芸術

の振興に取り組む団体との連携などに

よるＳＤを推進する。 

【学内研修実施実績】 

・新規採用者研修を実施した。（４月） 

・京都市の人事異動に伴う新任職員に対して，新任

職員研修を実施した。（４月） 

・適切な経費の執行を図るため，経理事務に従事す

る事務局職員に対し，研修を実施した。（５月） 

・心理カウンセラーを招き，メンタルヘルス研修を

実施した。（７月） 

・外部講師を招き，学生支援の対応について学ぶ「学

生支援の基本研修」や「海外留学危機管理対策研修」

を実施した。（８月） 

・サントリー文化財団の職員を講師に招き，芸術と

社会との関わりについて学ぶ研修会を実施した。（１

１月） 

・知的財産権に係る研修会「著作権の基礎知識」を

開催した。（１月） 

【学外研修参加実績】 

公立大学協会主催のセミナー等に出席した。（５月） 

大学コンソーシアム京都が主催するビジネスマナー

研修やスキルアップ研修等に本学職員が参加した。

（６月，７月，９月，１０月） 

京都市が実施するスキルアップ研修に本学職員が参

加した。（９月，１２月） 

数値目標  ２回 

実績   １４回（内，学内開催７回） 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

８２ （５）人事評価方法の検討 

教育研究活動の活性化を図るた

め，教職員の多様な活動や業績，意

欲，努力等が公正，公平に評価され，

モチベーションを高めることがで

きる評価方法の確立に向けて検討

する。 

プロパー職員の人事評価を実施す

る。また，教員の評価について検討す

る。 

京都市の人事評価制度に準じて，プロパー職員の

人事評価を行った。 

１ Ⅲ Ⅲ 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  ４ 事務処理の効率化に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

事務処理について，新しい運営体制に即したものとするため，見直しを行い，効率化を図る。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

８３ （１）事務手続や決裁権限等の見直し 

事務処理の効率化・迅速化を進

めるため，事務分担や決裁権限の委

譲，決裁者の見直しを図る。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

 

   

 

８４ （２）定型業務のアウトソーシング 

給与計算事務など，内部管理事

務等における定型業務についてア

ウトソーシングを進め，企画立案業

務への人的配置の重点化を図る。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

 

   

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標 

  １ 外部資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

外部資金の獲得に努めるとともに，寄付金募集のための取組を推進し，大学の財政基盤を強化する。 

 

評定 評価委員会からの意見 

Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

８５ （１）財務指標の設定 

計画的で健全な財政運営を行う

ため，自己収入比率等の財務指標

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

財務状況について，自己収入比率は増（３３．７％

→３４．１％）となったが，教員退職手当に係る運

営費交付金が前年度より減少したためであり，一時
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

を設定する。※ 自己収入率（％） 

＝［自己収入／収入全体］×１００ 

的なものとして捉えている。 

外部資金比率は，文化庁や各種団体からの補助金

等の獲得に努め，前年度に比べ増加（１．７％→１．

９％）となった。 

経費面においては，キャンパス移転の計画を踏ま

え，既存施設の修繕等に力を入れたため，一般管理

費率が増（８．２％→９．５％）となった。 

８６ （２）外部資金に関する情報収集・学

内周知の実施 

外部資金に関する情報収集，学

内周知に努め，その増加に積極的

に取り組む。 

外部資金に関する情報収集，学内周

知に努めるとともに，科研費，文化庁，

京都市等の補助メニュー等への申請に

より，外部資金の増加に積極的に取り

組む。 

外部資金に関する情報収集と学内周知を行った。

特に科研費については科学研究費補助金等の獲得の

機会を広げるため，若手研究者（ＰＤ・ＤＣ)向けの

公募説明会を実施した。 

また，産学公連携機構からの助成金情報の学内周

知を行った。 

〈外部資金による主な新規事業及び獲得金額〉 

・大学を活用した文化芸術推進事業の受託収入とし

て文化庁から１９，７００千円 

・芸術資源研究センターの活動として，文化庁から

「メディア芸術連携促進事業」の委託収入３，７６

２千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「ｓｔｉｌｌ ｍｏｖｉｎｇ 

－ ｏｎ ｔｈｅ ｔｅｒｒａｃｅ」展に文化庁「優れ

た現代美術の海外発信促進事業」の補助金として３，

０００千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「ニュイ・ブランシュＫＹ

ＯＴＯ ２０１６関連展覧会『ＮＥＷ ＬＩＦＥＳＴ

ＹＬＥ』」共催金としてアンスティチュ・フランセ，

ヴィラ九条山から１５０千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「マーティン・クリード」

展にポーラ美術振興財団の助成金２，０００千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「カワイオカムラ『ムード・

ホール』」展に芸術文化振興基金の助成金８８２千円 

・公開講座「デザインが社会にできること」開催補

助として京都市（西京区）から３００千円 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

８７ （３）共同研究・科学研究費補助金等

申請の促進 

幅広い分野との共同研究の促進

や科学研究費補助金等の申請に

積極的に取り組む。 

数値目標  

科学研究費補助金等申請件数 

１８～２３年度比１０％増（２４～２

９年度 ８０件） 

１８～２３年度実績 ７２件 

幅広い分野との共同研究の促進や科

学研究費補助金等の申請に積極的に取

り組む。科学研究費については，他大

学の研究者との共同研究にも取り組

む。 

科研費について，２８年度分には新規２４件（当

初２２件，追加２件）の申請があり（前年度から１

３件増），そのうち１２件が採択され，継続１２件，

期間延長２件を含めて採択件数２８件となってい

る。２９年度分については新規１９件の申請となり，

６年間の数値目標を達成した。 

科研費以外の研究資金については，文化庁から，

「大学を活用した文化芸術推進事業」として１９，

７００千円，「メディア芸術連携促進事業」として３，

７６２千円を獲得した。また，ＮＴＴコミュニケー

ション科学基礎研究所から共同研究資金として１３

３千円を獲得した。 

（※科研費間接経費を含む外部資金総額８０，９

０７千円（前年度比２９，１６７千円増）） 

 

数値目標（２４～２８年度） ７１件 

実績            ８８件 

１ Ⅳ Ⅳ 

科研費の申請件数について

は，中期計画の達成に向けて

順調に取り組まれており評価

できる。なお，数値目標は申

請件数を指標としているが，

市立芸大は科研費の採択率が

非常に高く，この点も高く評

価できる。 

 

８８ （４）寄付金の募集 

寄付金募集のための仕組みを整

備し，積極的に募集活動を行う。 

「京芸友の会」寄付者との関係を深

める新たな取組を検討，実施するとと

もに，寄付者の増加に向けて，同窓会

やＯＢへの働きかけを強めるなど，積

極的な募集活動を行う。 

「京芸友の会」以外の寄付金募集に

あたり，本学の移転整備に向けた寄付

金募集について取組を進める。また，

法人向けの新たな寄付金の募集活動に

ついても検討する。 

「京芸友の会」寄付者を定期演奏会に招待した。 

京芸友の会の寄付について，同窓会，教育後援会，

京都市民，企業等に積極的に募集活動を行い，総額

４，８６４千円（個人２０１件，団体４件，計２０

５件）の寄付を得た。 

また，美術学部同窓会からアートフェアの収益金

１０，０００千円を移転整備のための寄付として受

納した。このほか，「サイレントアクア」の収益の一

部を学生の芸術活動支援を目的とする寄付として収

入した。 

更に，地元老舗企業等を対象に，複数年にわたる

支援を呼び掛ける「のれん百人衆」制度をスタート

させ，総額４，１５０千円の寄付を得ることができ

た。 

１ Ⅳ Ⅳ 

寄付金の募集については，

これまで同窓会やＯＢが主な

働きかけ先であったが，より

幅広い支援を得るために，地

元老舗企業等を対象とした息

の長い支援制度を構築するな

ど，公立大学法人として自主

的・自律的な大学運営の確保

に向けて意欲的に取り組んで

おられ，高く評価できる。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

８９ （５）民間企業等との協力による展覧

会等の実施 

民間企業等との協力による展覧

会や演奏会等の事業を開催する。 

数値目標  

民間企業等との協力による事業の実施

数 

６事業（２３年度） 

→１０事業（２９年度） 

これまで実施してきた連携事業の実

施状況を点検し，事業を継続していく

効果などを踏まえながら，民間企業等

との連携を展開していく。 

【主な取組事業】 

・京都水族館及び交通局との３者連携を継続した。 

・駅ナカアート事業及び京の七夕事業と連携した地

下鉄駅構内への作品展示を継続実施した。 

・京都銀行の美術研究支援制度により学生作品の買

い上げによる支援を受けた。 

・京都ライオンズクラブや京都新聞社との協賛・共

催による演奏会を実施した。 

・多数のギャラリーが集うアートイベントの「ＡＲ

Ｔ ＯＳＡＫＡ ２０１６」に出展した。 

一定期間継続した連携事業について，今後の教育

効果を高める観点から，実施時期やテーマ等の見直

しについて，関係機関との協議を行った。 

連携事業を進めるうえで必要となる学生の著作権保

護について対応するため，顧問弁護士に相談し，受

託研究契約書の作成に取り組んだ。 

 

数値目標 １０事業 

実績   １７事業 

１ Ⅳ Ⅳ 

 「民間企業等との協力による

展覧会等の実施」については，

継続的な取組を大切にしながら

も，内容の見直しなど事業の新

陳代謝も図っており高く評価で

きる。また，事業実施にあたっ

ては著作権保護に関しても取り

組むなど，事業の法的な安定性

が増したことも評価できる。 

９０ （６）各種基金や財団等の活用 

各種基金や財団，国の予算を活

用した外部資金の獲得に努める。 

ギャラリー＠ＫＣＵＡで企画してい

る展覧会や研究に関する事業の実施に

向けた外部資金の充実など，各種基金

や財団，国の予算を活用した外部資金

の獲得に努める。獲得にあたっては，

新規獲得先の開拓に努める。 

２８年度の外部資金獲得実績は，２６件で総額５

２，８２６千円となった。（主な実績は以下のとお

り。） 

・大学を活用した文化芸術推進事業の受託収入とし

て文化庁から１９，７００千円 

・芸術資源研究センターの活動として，文化庁から

「メディア芸術連携促進事業」の委託収入３，７６

２千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「ｓｔｉｌｌ ｍｏｖｉｎｇ 

－ ｏｎ ｔｈｅ ｔｅｒｒａｃｅ」展に文化庁「優れ

た現代美術の海外発信促進事業」の補助金として３，

０００千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「ニュイ・ブランシュＫＹ

ＯＴＯ ２０１６関連展覧会『ＮＥＷ ＬＩＦＥＳＴ

ＹＬＥ』」共催金としてアンスティチュ・フランセ，

ヴィラ九条山から１５０千円 

１ Ⅳ Ⅳ 

 「各種基金や財団等の活用」

については，これまでから大学

全体で積極的に取り組まれてき

たが，その効果が花開き始めて

おり，獲得実績も過去最高とな

るなど，高く評価できる。 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「マーティン・クリード」

展にポーラ美術振興財団の助成金２，０００千円 

・ギャラリー＠ＫＣＵＡ「カワイオカムラ『ムード・

ホール』」展に芸術文化振興基金の助成金８８２千円 

・公開講座「デザインが社会にできること」開催補

助として京都市（西京区）から３００千円 

・「駅ナカアート」事業の受託収入として合計２団体

から総額５５０千円（京都市音楽芸術文化振興財団

３００千円／京都市交通局２５０千円） 

・「第３０回ピアノフェスティバル」開催に係る助成

として京都ライオンズクラブから６００千円 

・お試し住居整備に伴う空き家活用に関する受託研

究収入として徳島県三好市から４００千円 

・ＮＴＴコミュニケーション基礎化学研究所との共

同研究費として１３３千円 

９１ （７）創作活動に対する科学研究費補

助金創設に向けた取組 

作品制作や演奏等の学術的評価

の確立を図るため，創作活動に対

する科学研究費補助金の創設に

ついて，国へ要望する。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

 

   

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標 

  ２ 経費の効率化に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

効率的な大学運営のため，教育研究の質を低下させることなく，組織運営の効率化，人員配置の適正化を図る

とともに，業務内容，方法の見直しを行う。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

９２ （１）管理的経費の効率化 

警備業務委託や清掃業務委託等

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

における複数年契約の導入など，業

務委託に係る契約方法の見直しに

より，管理的経費の効率化に努め，

教育研究の質の向上に充てる。 

９３ （２）物品購入経費の効率化 

インターネットの活用など，共

通使用物品等の調達方法を多様化

し，最適な購入方法を選択すること

により，部局ごとに購入経費の効率

化に努め，教育研究の質の向上に充

てる。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

 

   

 

９４ （３）大学運営の効率化 

人員の適正配置や柔軟な事務局

体制の構築により，効率的な大学

運営を行う。 

２７年度の取組を検証・分析しつつ，

今後の事務業務の増減を見据えなが

ら，引き続き人員の適正配置や柔軟な

事務局体制の構築による，効率的な大

学運営を行う。 

連携推進課長を配置し，体制を充実させるととも

に，効率的・効果的な業務遂行及びより一層の連携

を図るため，連携推進課の事業推進担当及び入試担

当の執務室を統合した。附属図書館及び芸術資料館

のさらなる活性化に向けて，学芸担当課長を新設し，

学芸員資格を有するプロパー職員を配置した。 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標 

  ３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

資産の状況を常に把握，分析を行い，効率的かつ効果的な資産の運用を図る。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

９５ （１）収蔵品のデータベース化 

ホームページ上に掲載している

収蔵品のデータベース化を更に進

めるとともに適宜更新し，継続的な

有効利用を図る。 

ホームページ上に掲載している収蔵

品のデータベース化を更に進めるとと

もに適宜更新し，継続的な有効利用を

図る。土佐派絵画資料の画像データの

充実に引き続き努める。 

ホームページ上に掲載している収蔵品のデータベ

ース化を進めるとともに適宜更新し，原版貸出しに

活用するなど継続的な有効利用を図った。土佐派絵

画資料については，大型粉本等の資料撮影を行い，

約３８０カットを新たにデータ化した。 

 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

（２９年３月末） 

一般公開版 

レコード ２３，４０２点（２７年度末から７４５

点増） 

画像 ４，２１１点（２７年度末から３５３点増） 

９６ （２）図書館等の運営の改善 

図書館等の大学施設の運営につ

いて，利用者の声を聴き，ニーズに

応じて改善する。 

数値目標  

附属図書館への入館者数 

３２，３４５人（２２年度） 

→３８，０００人（２９年度） 

選書ツアーや購入リクエストの実施

による利用者のニーズに応じた図書の

充実に努めるとともに，図書の充実状

況などをアピールする企画展示を実施

していく。 

附属図書館では，新入生を対象とした「図書館オ

リエンテーション」をはじめ，「書庫見学会」を実施

し，学生に図書館の役割や機能について理解を深め

てもらうための取組を実施しているほか，展示企画

や貸出・利用促進企画を実施するなど，図書館利用

を促している。 

学生の要望に応じた図書購入を図るため，学生見

計らい選書やのれん百人衆寄付金による学生リクエ

スト募集を実施したほか，伝音図書室との連携で，

図書館利用促進のためのスタンプラリーを実施し

た。 

また，学生の要望に応え，利用一回当たりの貸出

冊数の増加や貸出延長手続きの簡素化を図った。 

さらに，手薄な一般書籍の不足を補うため，京都

市図書館のブックメール便を利用した図書の相互貸

借の実施に向けて協議を行い，平成２９年４月から

取組を開始することで合意した。 

芸術資料館では，５期の収納品展（各期ギャラリ

ートークを実施）を開催するとともに，京都工芸繊

維大学美術工芸資料館との共同展（「京都高等工芸学

校・京都市立美術工芸学校の図案教育Ⅲ」）の開催，

京都・大学ミュージアム連携による合同展（「大学は

宝箱」），スタンプラリー事業を実施した。 

 

附属図書館への入館者数 

数値目標 ３７，０００人 

実績   ３４，８３７人 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

 

 



 

50 
 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

  １ 評価の充実に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

自己点検・評価の結果を教育研究活動及び大学運営の改善に活用するため，点検・評価の内容，方法等につい

て見直しを図る。 

 

評定 評価委員会からの意見 

Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

９７ （１）自己点検・評価のための体制の

構築 

自己点検・評価を実施する全学

的な体制を構築する。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

前年度に引き続き「認証評価」において指摘を受

けた事項への対応を検討するために，全学自己点

検・評価委員会を開催し，検討作業の進捗状況のフ

ォローアップに努めた。この結果，指摘事項の一つ

であった３ポリシーの不備について全学的な見地か

ら内容確認を行った上で改善を図った。 

   

 

９８ （２）評価結果の公表 

評価結果をわかりやすくホーム

ページ等に掲載し，学生及び市民に

広く公表する。また，芸術大学の特

性を踏まえ，長期的視点に立ちつつ

も，達成状況が学生や市民にわかり

やすい目標を設定するよう検討を

行う。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

「平成２７年度業務実績報告書」及び「平成２７

年度業務実績評価書」について，京都市評価委員会

による評価結果通知を受理後，速やかに本学のホー

ムページに掲載して，広く学生及び市民に公表した。 

第２期中期目標期間が３０年度からスタートする

ことから，理事長をトップに，理事，各部局長で構

成する第２期中期計画検討委員会を立ち上げ，中期

計画（案）の検討作業に着手した。 

   

 

９９ （３）評価項目や評価基準の点検・検

討 

芸術大学の特性を踏まえた自己

点検・評価ができるように，評価項

目や評価基準の点検・検討を行う。 

３０年度からスタートする次期中期

計画で設定する評価項目や評価基準に

関する検討に着手する。 

第２期中期目標期間が平成３０年度からスタート

することから，理事長をトップに，理事，各部局長

で構成する第２期中期計画検討委員会を立ち上げ，

中期計画（案）の検討作業に着手した。 

１ Ⅲ Ⅲ 
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第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

  ２ 情報公開等の推進に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

広報体制の充実を図るとともに，法人の運営や大学の教育研究の情報について積極的に公開し，公的な教育研

究機関として社会・市民に対する説明責任を果たす。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

100 （１）広報機能の強化 

京都芸大における教育，研究等

に関する様々な情報を最大限活用

し，京都芸大をより身近に感じても

らえる効果的な広報を行うため，広

報機能を強化する。 

京都芸大における教育，研究等に関

する各種情報を全学的な視点から最大

限活用し，効果的な広報に繋げるため

に，情報共有の更なる促進や広報の取

組の充実について検討・実施する。 

全学的な広報業務の計画である「平成２８年度広

報の取組」に基づき，パブリシティの活用に取り組

み年間３１７件の報道を得た。（前年度比１８件減）

また，前年度に引き続き京都新聞の定期的な掲載枠

を維持し，本学美術学部の学生による取材内容を発

信した。（４回） 

また，同じく京都新聞朝刊紙面の１面に本学芸術

資料館所蔵作品を紹介する１年間の掲載枠を獲得

し，所蔵作品とそれにまつわる本学の歴史を広く一

般に紹介した。 

ホームページを随時更新し，情報を発信するとと

もに，ＳＮＳを活用し，情報の更なる拡散を図った。

印刷物においては，イベントガイドのサイズ変更を

図るなど，リニューアルを行った。 

２ Ⅲ Ⅲ 

広報機能の強化について

は，様々な取組を実施されて

いるが，効果的な広報という

面で，広報の目的に応じてタ

ーゲットを具体的に絞った広

報活動を展開していただきた

い。 

また，国際的な活動を推進

していくためにも，ホームペ

ージをはじめとする広報媒体

の多言語化を進めていただき

たい。 

 

101 （２）広報業務経験者の採用 

広報活動を広く展開するため，

広報業務経験者を採用する。 

（実施済のため，２８年度年度計画な

し） 

広報誌やホームページへの掲載など，広報活動用

に用いる写真の質の向上を図るため，作品展や定期

演奏会等の学内主要イベントについて，写真撮影業

務をプロカメラマンに委託した。 

   

 

102 （３）ホームページの充実 

大学の教育研究内容を海外も含

めて広く発信するため，ホームペー

ジを充実する。 

数値目標  

ホームページアクセス数  

１，２９５，１５０件（２２年度） 

→２，５００，０００件（２９年度） 

大学の教育研究内容を発信するツー

ルとして活用しているホームページや

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング

サービス）について，それぞれの特性

や閲覧層を意識しながら情報発信に努

める。 

ホームページ及びＳＮＳの日々更新に努め，学内

の動きや在学生・卒業生の受賞に関する情報等を紹

介することで，本学の教育研究活動の成果等を学外

に広く発信し，情報の拡散に努めた。 

・ホームページアクセス数１５７万件 

・Ｆａｃｅｂｏｏｋの「いいね！」３，１４９人（前

年度比４８１人増） 

・投稿の延べ閲覧数のインプレッション数１１６万

件 

・Ｔｗｉｔｔｅｒの「フォロー」２，４５５人（前

年度比６４６人） 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

 

数値目標（ホームページアクセス数＋Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋインプレッション数） ２，５００，０００件 

実績 ２，７２４，１７０件 

（ホームページ：１，５６８，７９８件 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ：１，１５５，３７２件） 

103 （４）広報誌の充実 

これまで以上に広く，効果的に

大学情報を広報するため，「芸大通

信」の発行部数を増やすなど，広報

誌を充実する。 

効果的・効率的に大学情報を広報す

るため，引き続き広報誌についてター

ゲットの視点に立ち質的な充実を検討

するとともに，大学ＰＲ用に供するた

めに本学の概要をコンパクトにまとめ

た簡易版リーフレットを制作する。 

本学主催のイベント情報を周知する「イベントガ

イド」について，全学広報委員会での検討も踏まえ，

従来よりも携帯しやすいサイズに見直しを図るとと

もに，情報を見つけやすいレイアウト構成に改める

など，内容の改善を図った。 

また，次年度用大学案内の制作に当り，受験生が

必要とする情報の充実を図るべく入試担当との連携

の下に作業を進めた。 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

 

 

第５ その他の業務運営に関する重要目標 

  １ 施設設備の整備等に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

良好な教育研究環境を実現するため，大学施設及び設備を適正かつ計画的に維持管理しつつ，立地条件，老朽

化，狭あい化，不足機能，耐震化，バリアフリー化の課題解決に向け，大学施設の全面移転を基本に再整備を

検討する。 

 

 

評定 評価委員会からの意見 

Ａ 中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

104 施設整備のあり方について，京都芸

大の施設が抱えている様々な課題を改

善し，大学に期待される役割を十分果

現在地での施設機能を維持するた

め，適切な改修，補修を実施する。京

都市と連携し，移転整備基本計画の策

【適切な改修，補修】 

連携推進課の執務室移転，会議室の音響設備の設

置，アトリエ棟トイレ改修等，施設機能の維持・改

２ Ⅲ Ⅲ 

キャンパスの全面移転に当

たっては，移転後の大学の教

育研究活動がどうあるべきか
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

たしていくため，キャンパスの市内中

心部への全面移転を基本に検討し，整

備構想を策定する。また，その間，現

在地での施設機能を維持するため，適

切な改修，補修を実施する。 

定に向けた検討を進める。 善のための計画的な改修等を実施した。 

また，主に施設の老朽化に起因し発生する不具合に

は，限られた予算の中で随時対応を行った。 

【移転整備基本計画の策定】 

京都市の判断により，先行移転施設の整備がなく

なったことを受け，昨年度策定した本学の移転整備

基本コンセプトの改訂を行う必要から，拡大理事懇

談会等において検討を進め，同コンセプトの改訂版

を策定した。 

更に京都市との協議を重ね，上記コンセプトを盛

り込んだ移転整備基本計画を策定した。 

という議論が大学にとっては

最も重要ではあるが，文化芸

術都市・京都の創造の拠点と

しての役割も果たせるよう，

ハードとソフトの両面から，

しっかりと議論していただき

たい。 

 

 

 

第５ その他の業務運営に関する重要目標 

  ２ 大学支援組織等との連携強化に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

学外の大学支援組織等との連携の強化を図る。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

105 同窓会組織・保護者組織，民間団体

等との連携強化を図るとともに，新た

な大学支援組織の開拓に努める。 

美術学部では，後援会の支援により

学生のキャリア支援の充実を進める。 

音楽学部においては，同窓会賞の創

設に向けた協議を同窓会組織と行う

他，後援会の支援により楽譜の全集の

充実を進める。 

「京芸友の会」以外の寄付金募集と

して，本学の移転整備に向けた寄付金

募集について取組を進める。また，法

人向けの新たな寄付金の募集活動につ

いても検討する。 

美術教育後援会との連携については，例年と同様

に，本学専任教員と保護者との交流会，専任教員の

解説による研修旅行の実施や，作品展実施協力，展

覧会出展補助などの支援をいただいた。 

音楽学部同窓会から同窓会賞の創設が決まり，２

８年度卒業生から授与を開始した。音楽棟に同窓会

の掲示板及び同窓生からの寄贈図書を保管する棚を

設置した。 

音楽教育後援会から演奏会や演奏旅行への補助，

語学検定料の半額補助のほか，楽譜の全集の一部購

入等の補助を受けることとなった。 

音楽学部同窓会，音楽教育後援会の補助により，

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

音楽学部の在学生が，ナクソス社が提供する音楽デ

ータベースをスマートフォンでも利用できるよう必

要なアカウントを提供するとともに，科目等履修生

が図書館に設置されたＰＣからもデータベースを利

用できるようにした。 

法人からの継続的な支援の獲得に向けて，京都の

老舗企業を主な対象とする法人向けの新たな寄付制

度「のれん百人衆」をスタートさせ，協力依頼を進

めた。 

 

 

第５ その他の業務運営に関する重要目標 

  ３ 安全管理に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

学生及び教職員の安心・安全な教育研究環境を確保するとともに，災害，事故，犯罪等に対して迅速かつ適切

に対応するための体制を構築する。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

106 （１）学生及び教職員の安全と健康の

確保 

学生及び教職員の安全と健康を

確保するとともに，快適な学内環境

の形成を促進するため，労働安全衛

生法等関係法令を踏まえた安全衛

生管理体制を構築し，安全衛生対策

に取り組む。 

キャンパス・ハラスメントに関する

啓発冊子を用いて，同ハラスメント防

止に努める他，安全衛生委員会を中心

に，メンタルヘルス研修の実施等の安

全衛生対策に取り組む。 

安全衛生委員会として，昨年度に引き続き，メン

タルヘルス研修やインフルエンザ予防接種等を実施

するとともに，今年度新たに，教職員のメンタルヘ

ルス不調の未然防止を図るため，教職員を対象にス

トレスチェックを実施した。また産業医による職場

巡視を実施し，喫煙場所の周知徹底，消火器設置場

所の改善，非常口扉の修繕など，快適で安全な学内

環境の形成に取り組んだ。 

キャンパス・ハラスメント防止のための手引きを

完成させ，全教職員（非常勤講師を含む。）に配布

するとともに，事務局各室及び学生掲示板に設置す

るなどの方法により全学生へ周知した。 

１ Ⅲ Ⅲ 

 



 

55 
 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

107 （２）安全管理に対する意識の向上 

学生及び教職員に対し，作品や

楽器等の重量物や加工機器等の扱

いに関する指導を徹底するなど，安

全管理に対する意識の向上を図る。 

学生及び教職員に対し，作品や楽器

等の重量物や加工機器等の扱いに関す

る指導を徹底するなど，安全管理に対

する意識の向上を図る。 

美術学部において各種機器操作指導のための技術

指導員を引き続き雇用し，安全性の向上を図った。 

講堂のピアノの使用について，オリエンテーショ

ン時にピアノの移動方法を含めた操作の説明会を行

った。また，実技試験前には全学生に注意喚起を行

った。 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

108 （３）全学的な危機管理体制の構築 

災害，事故，犯罪等に対応でき

るように，危機管理担当理事を中心

とした全学的な危機管理体制を構

築し，危機管理対策に取り組む。 

危機管理対策にあたり，危機管理規

程の運用の具体化を推進する。 

２５年度に策定した「危機管理規程」に基づき，

危機事象が発生した場合の初動対応や管理体制の構

築など，具体的な運用について，多様な危機に共通

する基本事項を定めた「危機管理基本マニュアル」

を２９年度当初の策定に向けて取り組んだ。 

実務担当職員を対象に，大学としての危機管理に

対する意識を向上させ，学生への安全配慮義務を全

うするための知識を身につけることを目的として，

「海外留学危機管理対策」研修を実施した。（８月） 

学生が海外渡航先でトラブルに巻き込まれた際

に，安否確認を迅速に行うことができるよう，平成

２９年度１月からの渡航について「海外渡航届」の

提出を義務づけることとした。 

１ Ⅲ Ⅲ 

 

 

 

第５ その他の業務運営に関する重要目標 

  ４ 法令遵守及び人権の尊重に関する目標 

 

 

中
期
目
標 

教職員の法令遵守の意識向上を図るとともに，人権の尊重の取組を徹底する。 

 

№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

109 （１）法令遵守への意識の向上 

教職員の法令遵守への意識の向

上を図るため，研修や啓発等の取組

を定期的に実施する。 

教職員の法令遵守への意識の向上を図

るため，啓発の取組や知的財産に関す

る研修等を実施する。 

・新任教員及び新規採用職員及び人事異動に伴う新

任職員を対象にコンプライアンスに関する研修を実

施した。（４月）また定例の課長会において，適宜法

令遵守について周知徹底を行った。 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

 

数値目標  

法令遵守に関する研修の実施回数 

２回（毎年度） 

・科研費助成を受けた研究を行う教員を対象に，科

研費に関する経理取扱説明会を実施した。（４月） 

・学内ポータルサイトを活用して会計規則や会計処

理を周知するとともに，経理実務に従事する事務局

職員に対して経理事務取扱研修（５月）を実施し，

適切な経費執行に努めた。 

・知的財産権に係る研修会「著作権の基礎知識」を

開催した。（１月） 

・創作活動や論文作成に必要な著作権の基礎知識に

ついて，本学顧問弁護士の協力により，講習会「著

作権の基礎知識」を開催した。（１月） 

このほか，研究倫理の意識向上を図るため，科研

費採択者等を対象に，日本学術振興会が提供する研

究倫理プログラム「研究倫理ｅラーニングコース（ｅ

Ｌ ＣｏＲＥ）」の団体受講を開始した。（１２月） 

 

【法令遵守に関する研修の実施回数】 

数値目標 ２回 

実績   ５回 

110 （２）会計規則等の周知徹底等 

会計処理の適正を期すため，会

計規則等の周知徹底や効果的な内

部監査を実施する。 

会計処理の適正を期すため，学内ポ

ータルサイトの活用と経理事務の取扱

いに関する研修の実施により本法人の

会計規則及び会計処理を周知するほ

か，現金の管理状況等について，内部

監査を実施する。 

・学内ポータルサイトを活用して会計規則や会計処

理を周知するとともに，経理実務に従事する事務局

職員に対して経理事務取扱研修（５月）を実施し，

適切な経費執行に努めた。 

・法人化以降の決算値を基に財政状況を明らかにし

た財務資料を作成し，理事会や教授会を通して全学

的に法人の財務運営状況の共有化を図った。 

・１２月から翌年１月にかけ，内部監査を実施した。

監査内容は，従来から実施している固定資産や管理

物品の管理状況，現金の管理状況の確認に加え，京

都市監査事務局によって行われた財政援助団体監査

の指摘事項（収入に係る書類の整備，収蔵品の管理）

についても監査対象とした。 

１ Ⅲ Ⅲ 
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№ 中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
ウェ

イト 

自己 

評価 

評価委員会による評価等 

評価 意見 

111 （３）学生や教職員の人権保護 

学生や教職員の人権を保護する

ため，キャンパス・ハラスメント等，

人権侵害の防止と人権侵害からの

救済について円滑かつ迅速に対応

できる体制を構築し，研修会等の開

催を通して人権意識の啓発を図る。 

学生や教職員の人権を保護するた

め，キャンパス・ハラスメントによる

人権侵害の防止を図るべく，２次被害

の防止を盛り込んだ新たなキャンパ

ス・ハラスメントに関するガイドライ

ンの活用等を通して人権意識の啓発を

図る。 

メンタルヘルス研修において，ハラスメント事案

によるメンタルヘルス不調者への周囲のケアについ

て実例を学ぶことで，メンタルヘルスだけでなく，

ハラスメントについての理解を深めた。 １ Ⅲ Ⅲ 

 

 

 

第６ 予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画 

 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

第７ 短期借入金の限度額 

 

 

中期計画 年度計画 実績 

１ 短期借入金の限度額 

２億円 

２億円 該当なし 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により，緊急に必

要となる対策費として借り入れることが想定される。 

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により，緊急に

必要となる対策費として借り入れることが想定される。 

 

 

第８ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

 

 

中期計画 年度計画 実績 

第８ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

   予定なし 

予定なし 該当なし 
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第９ 剰余金の使途 

 

 

中期計画 年度計画 実績 

第９ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は，使途を把握し，教育

研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は，使途を把握し，教

育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

該当なし 

 

第１０ その他 

 

 

中期計画 年度計画 実績 

１ 施設・設備に関する計画 

第５ １「施設設備の整備等に関する目標を達成するための

措置」に記載のとおり。 

第５ １「施設設備の整備等に関する目標を達成するため

の措置」に記載のとおり。 

第５ １「施設設備の整備等に関する目標を達成するための

措置」に記載のとおり。 

２ 人事に関する計画 

第２ ３「教職員の人事の適正化に関する目標を達成するた

めの措置」に記載のとおり。 

第２ ３「教職員の人事の適正化に関する目標を達成する

ための措置」に記載のとおり。 

第２ ３「教職員の人事の適正化に関する目標を達成するた

めの措置」に記載のとおり。 

 

 

*1 チュートリアル・システム 

チュートリアルとは，大学等で，一人ひとりの学生に対し，教員が目標を達成するための個人指導を行うことを指す。美術学部では，各学生の研究計画に基づいて，教員が研究内容や

進ちょく状況等を把握しながら，制作の総合的なアドバイスや指導を行う密度の高い教育を実践している。 

 

*2 飛び級入学制度 

特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を卒業しなくても大学に入学することができる制度。 

 

*3 サバティカル制度 

大学に勤務する教員の教育及び研究等の能力を向上させることを目的として，教員が従事する職務を一定期間免除し，自らの研究に専念させる制度。 

 

*4 リカレント教育 

社会に出てからも学校又は教育・訓練機関に戻ってくることが可能な教育システムのこと。知識や技術の急速な陳腐化と増大への対応，学校教育の急速な発展に伴い生じた世代間の学

歴差の縮小等が中心的な理念とされている。 
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別 紙 

 

年度評価におけるウェイト付けについて 

 

１ ウェイト付けの目的 

  年度計画の各項目は，相対的に重要度が高い項目と低い項目が同列に記載されており，評価

において両者を特段区別しなかった場合は，その評価結果が各項目の比重の違いを反映されな

いものとなる。 

  したがって，年度計画の各項目の比重の違いが適切に評価に反映されるよう，各項目にウェ

イトを設定し，評価はこのウェイトを考慮して行うこととする。 

 

２ ウェイトの設定方法 

  法人は，年度計画の作成にあたって，年度計画の項目ごとに相対的な重要性を勘案してウェ

イトを付ける（ウェイト設定の項目数は任意）。 

  なお，ウェイトの大きさについては，原則として「２」（項目数が２倍になる）までとする。 

 （留意点） 

法人は，評価を良くするための意図的な設定を行わないよう注意を払うこと。 

 

３ 評価委員会による調査・分析 

  評価委員会は，ウェイト付けの妥当性について，業務実績報告書等を基に調査・分析を行い，

法人と評価委員会の判断が異なる場合には，その理由等を示す。 

   

４ 具体例 

  大項目①の中に小項目数が７項目あり，そのうち３項目にウェイト「２」を付けた場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ウェイト付けにより，以下のとおり評価結果が異なることとなる。 

 ウェイト未設定の場合  ３項目にウェイト２を付けた場合 

小項目数 ７  １０ 

Ⅲ又はⅣの項目数 ６  ９ 

Ⅲ又はⅣの割合 ６／７＝８５．７％  ９（Ⅲ又はⅣ）／１０＝９０％ 

大項目の評価結果 ランクＣ 

「中期計画の達成のためには

やや遅れている。」 

 ランクＢ 

「中期計画の達成に向けておお

むね順調に進んでいる。」 

 

 

大項目① 評価結果 ウェイト 

１ 小項目ア Ⅲ ２ 

２ 小項目イ Ⅲ ２ 

３ 小項目ウ Ⅳ ２ 

４ 小項目エ Ⅲ １ 

５ 小項目オ Ⅲ １ 

６ 小項目カ Ⅲ １ 

７ 小項目キ Ⅱ １ 

  合計 １０ 
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株式会社聖護院八ッ橋総本店専務取締役 

公認会計士 

◎ は委員長                  （五十音順・敬称略） 

 


